
【標準様式１-２】

１　施設概要

２　業務履行状況確認

大田区指定管理者モニタリング結果（通常年度）

評価対象年度 令和2年度

自己評価実施日 令和3年6月17日

施 設 名 大田区立くすのき園

所 在 地 東京都大田区南六郷3-23-9

指定管理者

名　 称 社会福祉法人　東京都手をつなぐ育成会

代表者 理事長　佐々木　桃子

住　 所 東京都新宿区西新宿7－8－10　オークラヤビル２階

担当部課
（問合せ先）

障害福祉課　障害者支援担当（施設）

電話　03（5744）1639　　FAX　03（5744）1592

項目 確認内容 指定管理者自己評価 施設所管課所見（確認方法・頻度）
施設所管課

評価

指定期間 平成31年4月１日～令和6年3月31日

施設の設置目的
【就労継続支援Ｂ型】
知的障がいのある方に働く場を提供し、生産活動や生活訓練を通して、社会的な知識や能力の向上を図るため。

施設の沿革

昭和63年4月開設
平成18年4月より指定管理者制度の導入に伴い、大田区より指定を受ける。
平成21年4月より指定更新
平成26年4月より指定更新
平成31年4月より指定更新

管　理

事業計画書及び事業実績報告書等
は期日までに提出されているか、また
報告の内容に不備はないか

事業計画書、事業報告書、委託料の
四半期請求書、次年度の予算書等
期日までに提出し、不備なく報告して
いる。

期日までに不備なく提出されている。 〇

各種業務日誌等が整備・保管されて
いるか

各種業務記録、支援日誌、医務日
誌、サービス提供記録など年度ごとに
整備し保管している。職員の業務分
担に文書整理係を設けて、係が中心
となり整理を行っている。

適切に整備・保管されている。 〇

区と指定管理者との間で十分な連絡
や調整がなされているか

各種研修に積極的に参加し、研修後の情
報共有も行われている。

〇

職員は利用者の権利や意思を尊重し
ているか

利用者の権利擁護や意思の尊重は
法人のミッション、園のサブミッション
に掲げて園運営の基本としている。具
体的には、利用者主体で行う自治会
活動や日々の活動においても利用者
の意見を尊重している。年２回、職員
に権利擁護・虐待防止のチェックシー
トを実施し、振り返りと改善を図ってい
る。

法人のミッション、サブミッションを掲げ、支
援の場においても実践されている。

〇

区との協定に基づく報告・事前協議
等を怠りなく行うとともに、それ以外に
報告すべき事案が生じた場合は速や
かに連絡をし、調整を行っている。

日頃から十分に連絡・調整がされている。 〇

必要な知識・経験をもった職員を配
置しているか

法人内の人事異動により、必要な知
識・経験をもった職員の配置に努め
ている。また、園内では、職員の適性
を見極め、適材適所の人員配置を
行っている。

適切に配置されている。 〇

業務に必要な職員研修を実施し、資
質の向上に努めているか

法人内の職層別研修、外部の研修に
も積極的に参加することで、職員の資
質の向上に努めている。研修後は報
告書の提出だけでなく、ミーティング
での共有等も行っている。また、法人
内で人事考課制度を取り入れてお
り、OJTや面談を通して人材育成を
行っている。

職員のやる気を高め、施設運営に生
かしているか

人事考課において、職員の成長を促
すとともに、誰もが意見を言い合える
風通しの良い職場作りに努めている。
また、若手職員が中心となり、今後の
園の運営について検討して提案をす
るプロジェクトを立ち上げ、やる気の
向上と成長につなげている。

適切に実施され、運営に生かされている。 〇

職　員



【標準様式１-２】

運　営

各種業務計画等に基づき計画的な
運営を行っているか。計画は適宜見
直し等行い、より高い成果を上げる努
力をしているか。

施設運営の基本的な事業計画を年
度ごとに策定し、進行管理を行ってい
る。利用者支援に関しては、個別支
援計画、作業計画を策定し、適宜見
直しを行いながら成果につなげてい
る。各種業務計画を見直し、マニュア
ルとしても活用できるよう具体的な内
容に変更した。

計画的な運営を行っており、適宜見直し等
も行い、より高い成果を上げる努力をして
いる。

〇

情報公開や第三者の評価を受審す
るなど行い、透明性の高い事業運営
をしているか。

利用者個々人に即した支援計画を立
案し、支援者間で共有しているか

利用者、家族との面談を通してアセス
メントを行い支援計画を作成してい
る。支援計画は、職員全体で確認、
周知する機会を設け、共有を図って
いる。

利用者、その家族の声を反映させるよう努
めている。またその内容も職員間で共有さ
れている。

〇

利用者個々人に適した就労、日中活
動の提供を行っているか。また提供
方法等の見直しも行っているか。

利用者個々のニーズや希望を大切に
し、支援計画を基に活動の提供を
行っている。日々のミーティングや毎
月の作業会議等で支援内容や提供
方法について確認、見直している。

利用者、その家族の声を反映させるよう努
めている。またその内容についても適宜見
直されている。

〇

3年毎に第三者評価を受審している。
次回は令和４年度に受審予定。園の
情報はホームページ等で公開してい
る他、保護者会の定期的な実施や行
事等での施設の公開、園だよりの発
行、地域の町会長への第三者委員委
嘱など透明性の高い事業運営を行っ
ている。

第三者評価は正しく受審し、地域には園だ
よりを配布するなど、施設の活動の様子な
どを伝えている。

〇

利用者の意向や苦情を把握し、解決
に向けて迅速に対応しているか

利用者の権利擁護と満足度向上のた
め苦情解決窓口を設置している。苦
情解決第三者委員の周知を図るた
め、園内掲示、行事等での紹介、保
護者会での説明を行っている。利用
者には満足度調査を行い、その結果
を出来るだけ園の運営に活かせるよう
に取り組んでいる。

利用者アンケートを実施、集計、分析を行
い、利用満足度に繋がるよう積極的に取り
組んでいる。苦情解決についても周知を行
い、迅速な対応を行っている。

〇

施設で提供するサービスの水準を一
定に保つ工夫をしているか。

日々のミーティング、毎月の職員会
議、作業会議などで支援や作業につ
いて情報の共有や反省を行う機会を
設けている。また、研修への参加など
職員の資質の向上を図り、サービス
の水準を一定に保つ工夫をしてい
る。

職員間の情報共有がされており、そのこと
がサービス水準を一定に保つ工夫に繋
がっている。

〇

感染症対策、予防措置はされている
か

厚生労働省の感染対策マニュアルに
基づき対策、予防をしている。最新情
報から適宜見直しを図り職員で共有
している。看護師主導で、感染物処
理の園内研修を全職員に実施してい
る。

適切な措置を講じている。 〇

身の回りの自立や健康の保持（適切
な食事の提供含む）等に必要なサー
ビスを提供しているか

本人のペースや持っている力を大切
にし、自ら出来ることは極力見守るよ
うに支援している。健康面では、健康
診断をはじめ、毎月の内科検診や隔
月の精神科相談、各種健診を実施し
ている。食事の提供については、美
味しく、楽しく、安全な給食を目指し、
利用者の摂食状況に合わせた食事
の提供方法やメニューの検討をする
会議を毎月行っている。

利用者個々の特徴を考慮し、健康保持に
努めている。食事についてもメニュー等に
おいて細やかな対応がみられ、提供できる
よう努力している。

〇

地域と積極的に交流・連携している
か。地域の社会資源として、有する機
能等を還元しているか。

①南六郷三丁目町会の役員会に出
席し、情報交換を行っている。また近
隣町会の広報誌等の印刷を定期的
に請け負っている。
②園の情報発信のために地域へ園
だよりの配布を行っている。
③ボランティアや実習生などを積極
的に受け入れ、障害者理解促進や次
世代職員育成に取り組んでいる。

園だよりの発行やシルバー人材センターと
の連携などにより、地域との交流を図って
いる。

〇

情報管理

個人情報は適正に管理されているか

個人情報は全て保管庫で施錠管理
している。電子データについては、役
職ごとに管理・閲覧制限を設けて管
理している。

各マニュアルを整備、職員会議等において
周知徹底されている。

〇



【標準様式１-２】

情報管理

個人情報保護、法令遵守のため、マ
ニュアルの整備や職員研修を実施し
ているか

「個人情報保護マニュアル」「個人情
報漏えい事故対策マニュアル」「個人
情報の適正な取扱いのためのガイド
ライン」を整備し、日々のミーティング
や職員会議を通じて個人情報保護や
法令遵守を徹底している。

各マニュアルが整備されており、職員研修
も実施するなど適切に実施されている。

〇

園内の各部屋ごとに火元責任者を設
けるとともに、総括責任者、隊長を設
け定時に安全確認を行っている。退
庁時には、チェックリストによる最終退
庁者の確認と夜間は機械警備により
管理している。日中の不審者へは対
応マニュアルを作成し、職員に周知し
ている。

点検チェック表を活用するなど適切に管理
されている。

〇

感染症対策マニュアルが整備されて
いるか、またマニュアルの内容は職員
に周知され、実践されているか

感染症業務継続計画を作成し、全職
員で内容を共有している。マニュアル
については法人の感染症対策マニュ
アルが整備されている。感染症疑い
者発生時の、職員体制の机上訓練を
実施している。

マニュアル及びBCPを作成し、職員にも周
知されている。

〇

安全・危機管理

防犯・防災のマニュアルが整備されて
いるか、またマニュアルの内容は職員
に周知されているか

大田区地域防災計画に基づき、「くす
のき園防災計画」を作成している。発
災から福祉避難所開設、施設運営再
開に至る一連の流れや職員各自の
役割分担を認識するため、職員会議
で確認している。防犯については「不
審者対応マニュアル」を整備し、職員
会議で周知している。

隣接する南六郷福祉園とも合同で訓練を
実施するなど、様々な場面を想定した訓練
を行い工夫している。
近隣の事業所との連携も行われている。

〇

緊急時の初動連絡体制の整備や避
難誘導等の訓練を実施しているか

緊急時の職員連絡網を整備してい
る。利用者の安全確保と緊急事態に
備えて、職員は上級救命講習を受講
するとともに、感染症予防など具体的
な事例に即して園内研修を行ってい
る。地震や火災等の避難訓練につい
ては、毎月訓練を実施している。緊急
時の連絡体制の強化として、災害伝
言ダイヤルの体験利用訓練の実施
や、一斉連絡システムの導入に向け
て取り組んでいる。

各マニュアルが整備、周知され適切に管理
されている。
施設出入口付近に事務室があり、入退の
動きなど、随時把握し防犯管理も行われて
いる。

〇

日常の防犯・防災管理体制は適切か

鍵の保管、施錠管理が適切になされ
ているか

本鍵や共有する鍵はキーボックスに
て一括管理している。利用者に貸与
する鍵は一覧表にて管理している。
利用者降園後の各部屋の窓等の施
錠確認は担当者が定時に行ってい
る。

点検チェック表を活用するなど適切に管理
されている。

〇

施
設
管
理

共通

建物
設備
備品

日常・定期点検が計画的に実施さ
れ、点検記録が適切に保管されてい
るか（建物、設備、備品）

日常点検実績報告書、定期点検記
録総括表に基づき、計画的に点検を
行っている。点検記録は一括してファ
イリングし、適切に保管している。

計画的に行われ、その記録等についても
適切に保管されている。

〇

業務の再委託は手順に沿って適切に
行われているか（建物、設備）

業務委託については、複数業者から
相見積りを取り、適切に選定してい
る。

適切に行われている。 〇

省エネルギーの取組みは適切に実
施されているか（建物、設備）

区のエコオフィス推進プランに基づ
き、服装やOA機器、照明等について
少しでも無駄を省けるように努力して
いる。

エコオフィス推進プランに基づき、利用者
の体調管理に留意しながら、過度な負担の
かからない範囲で省エネを適切に実施して
いる。

〇

修理・更新が必要な場合は原因を含
めて速やかに報告しているか（建物、
設備、備品）

協定書に基づき、修繕及び整備に関
しては、速やかに理由を添えて事前
協議を行っている。

速やかに報告、協議されている。 〇

修繕等を適切におこなっているか（建
物、設備、備品）

設備の保守点検や定期点検にて指
摘を受けた部分は、可能な限り年度
内で修繕を行っている。日常点検に
て確認した部分については安全面に
関する事項を優先し、予算内で計画
的に行っている。また、事故や不具合
が生じた設備や備品は速やかに修繕
を行っている。

点検結果報告書を確認し、修繕等による予
算の執行管理も含めて適切に行っている。

〇

設備管理
機器の取扱説明書等は整備・保管さ
れているか

取扱説明書、保証書等のファイルを
作り、必要に応じていつでも取り出せ
るように整備・保管している。

適切に整備・保管されている。 〇



【標準様式１-２】

　評価基準　（きちんと履行している＝○、もう少し努力が必要＝△、履行されていない＝×）

３　指定管理者総合所見　（サービスの提供に関して工夫・改善した点、運営上の今後の課題等）

４　施設所管課総合所見　（施設運営の総合的な評価）

５　財務状況に関する施設所管課所見

施
設
管
理

備品管理

機器の取扱説明書等は整備・保管さ
れているか

取扱説明書、保証書等のファイルを
作り、必要に応じていつでも取り出せ
るように整備・保管している。

適切に整備・保管されている。 〇

備品台帳に基づき適切に整理整頓さ
れているか

備品台帳に基づき、所在の確認及び
備品シールの有無の確認を行ってい
る。備品等の整理整頓は各部屋の担
当者を中心に随時行っている。備品
の購入、廃棄については事前協議書
を適切にファイリングすることによって
経過を把握し、速やかに台帳を更新
している。

適切に管理され、整理整頓されている。 〇

清　掃

日常及び定期清掃が適切に実施さ
れ、施設、設備、備品は清潔に保た
れているか

施設の日常及び定期清掃は業務委
託し契約どおり履行しているか、目視
及び点検表、報告書により確認して
いる。食堂、事務室、作業場は担当
職員を中心に適宜清掃を行い、清潔
を保っている。

適切に行われ、清潔に保たれている。 〇

洗面所等の消耗品は常に補充されて
いるか

　公認会計士による審査の結果、財務状況は良好との結果であった。そのため、財務面からは当該施設の管理運営を適正に代行できる状況にある
と判断する。

施設周辺の美観は維持されているか

日常清掃、定期清掃、樹木の剪定を
業者に委託して行っている。また、清
掃作業の際に施設周辺の清掃も利
用者、職員で行っている。

多摩川の土手沿いに位置し、近隣には南
六郷福祉園もあり、中庭や土手の樹木等
自然を感じられる環境下にある。手入れが
きちんとされており、美観維持に努めてい
る。

〇

【利用者・家族の高齢化に対する具体的な取り組みへの努力】
・園単独で利用者の高齢化を考えるのではなく、家族とともに考える機会を持つため、保護者会との合同の勉強会を開催した。勉強会の内容は親
亡き後に向けたサービス利用をテーマに、実際のケースや家族の疑問・考え、園の現状などを共有することで、ニーズを掘り起こすことができた。
・相談支援事業所と連携を深め、早い段階から別の福祉サービス利用や、就Ｂから一人一人の状況に対応したサービスへ変更につながったケース
もあった。
【経営層と現場職員、ベテラン職員と経験の浅い職員間の意思疎通、コミュニケーションの深まり】
・支援リーダー１名体制から、フロアリーダー制（２名）への変更。組織体制を見直し、意思伝達、意思決定の経路をより分かりやすくすることで、報
告・相談等がしやすい職場環境となった。
・全体で実施していた支援ミーティングを、少人数のフロア毎に実施することで、各職員が意見が言いやすい環境を整えた。また、各職員のキャリア
パスとしての人事異動を通じて組織の活性化を図り、新たな職員の発想も大切にしながら、利用者支援、施設運営にあたっている。
・手順書の点検・見直し等引き続きの課題にさらに取り組む
・各種業務について年間計画と同時におおまかな手順書を作成して、マニュアルとしても活用できるものとして整備した。各作業内容についても手
順書を作成し、経験の浅い職員でも手順書に沿って取り組むことで、一定のノウハウを習得できるようになった。

【利用者サービスについて】
・組織体制の見直しや、業務計画書の書式を変更するなど、業務の改善を行いながら、利用者サービスの向上を目指し、運営にあたっている。
・自主生産品について、新たな商品の販売や、インターネットでの販売開始など、精力的な活動を行っている。販売体制の強化を目指し、取り組ん
でいただきたい。
【近隣との関係】
・シルバー人材センターと連携し、裏の畑で農作物を育てるなど、可能な範囲で地域との交流や環境整備に努めている。
【施設管理】
・施設の維持管理、清掃等の管理が行き届いており、利用者が常に清潔な環境下で気持ち良く活動できるように努めている。
・新型コロナウイルス感染症について、適切な対策を講じている。

ペーパータオル、手洗い石鹸等の消
耗品は毎日夕方に補充している。万
が一、日中に不足した場合は、確認
した職員が速やかに補充している。

園内点検票を用いるなどして確認を行い、
常に補充されている。

〇

ごみの分別等、リサイクルの取組みは
適切に実施されているか

区の定める分別の種類に基づき、ゴミ
箱の分類を分かりやすく明記する等リ
サイクルの取り組みを適切に実施して
いる。

適切に実施されている。 〇



【標準様式１-２】

１　施設概要

２　業務履行状況確認

大田区指定管理者モニタリング結果（通常年度）

評価対象年度 令和２年度

自己評価実施日 令和3年1月27日

施 設 名 大田区立うめのき園

所 在 地 東京都大田区東糀谷5-17-14-101

指定管理者

名　 称 社会福祉法人　東京都手をつなぐ育成会

代表者 理事長　佐々木　桃子

住　 所 東京都新宿区西新宿7－8－10　オークラヤビル２階

担当部課
（問合せ先）

障害福祉課　障害者支援担当（施設）

電話　03（5744）1639　　FAX　03（5744）1592

項目 確認内容 指定管理者自己評価 施設所管課所見（確認方法・頻度）
施設所管課

評価

指定期間 令和3年4月1日　～　令和8年3月31日

施設の設置目的
【就労継続支援Ｂ型】
知的障がいのある方に働く場を提供し、生産活動や生活訓練を通して、社会的な知識や能力の向上を図るため。

施設の沿革

平成5年7月開設
平成18年４月より指定管理者制度の導入に伴い、大田区より指定を受ける。
平成23年4月より指定更新
平成28年4月より指定更新
令和3年4月より指定更新

管　理

事業計画書及び事業実績報告書等
は期日までに提出されているか、また
報告の内容に不備はないか

事業計画、実績報告書、各四半期に
おける収支報告書、当施設における
利用状況等、期日までに提出し、不
備なく報告している。

期日までに不備なく提出されている。 ○

各種業務日誌等が整備・保管されて
いるか

施設全般の「業務日誌」、利用者支
援に関わる「支援日誌」、医療的業務
に関わる「医務日誌」を整備し保管し
ている。また、各活動における年間計
画、実施計画、実績報告書を作成し
年度毎に整理し保管している。

適切に整備・保管されている。 ○

区と指定管理者との間で十分な連絡
や調整がなされているか

計画書により、職員の自発的な研修参加に
つながっている。また会議で研修内容を報
告するなど職員間の情報共有がなされて
いる。

○

職員は利用者の権利や意思を尊重し
ているか

虐待防止委員会を開催し、定期的な
職員自己チェックの実施及びその結
果を基に、内部研修による講習やグ
ループワークを実施して現場支援に
活かしている。

職員自己チェック、研修への参加等利用
者の権利や意思の尊重について適切に行
われている。

○

区からの調査・報告に対し速やかに
回答するとともに、協定書に定められ
た事前協議案件については、相談連
絡を行い迅速な調整が図れるようにし
ている。

日頃から十分に連絡・調整がとれている。 ○

必要な知識・経験をもった職員を配
置しているか

安定した職員体制を整備しており、社
会福祉士、サービス管理責任者、相
談支援専門員資格を有する職員を配
置するとともに、経験を持った工賃達
成指導員や各業務担当にサブ担当
者を配置し、次期担当者育成にも繋
げている。

適切に配置されている。 ○

業務に必要な職員研修を実施し、資
質の向上に努めているか

職員が個々に研修計画書を作成し計
画的に実施している。コロナ禍におい
ては、ウェブでの研修を積極的に取り
入れ、多くの職員が参加できている。
施設内においても職員間の共通理
解・認識を図るため、内部研修を実施
している。

職員のやる気を高め、施設運営に生
かしているか

人事考課制度による定期的なヒアリン
グの機会を設け、施設の目標達成と
自己成長となるやりがいが効果的に
結びつくようにしている。

ヒアリング等の機会を通しコミュニケーショ
ンの促進が図られ、運営に生かすように適
切に行われている。

○

運　営

各種業務計画等に基づき計画的な
運営を行っているか。計画は適宜見
直し等行い、より高い成果を上げる努
力をしているか。

事業計画については、中間と年度末
に全職員にアンケート、会議を実施し
全体評価を行っている。また、その結
果を受けて次年度事業計画に反映さ
れるように取り組んでいる。

アンケートを実施することで、現場の声を集
約し、その結果を見直しなどに反映し努力
している。

○

職　員



【標準様式１-２】

運　営

情報公開や第三者の評価を受審す
るなど行い、透明性の高い事業運営
をしているか。

利用者個々人に即した支援計画を立
案し、支援者間で共有しているか

個別支援計画作成では、利用者との
個別面談を実施し、家族等を含めた
三者面談を行い決定している。（コロ
ナ禍においては、電話での聞き取り
を実施）適宜、ケース検討会議を実
施するとともに、個別支援目標一覧表
を全職員が所持しており、周知徹底
を図り対応できるように取り組んでい
る。

利用者とその家族の意見を取り入れた計
画が立案され、適宜検討会議も実施されて
いる。また支援者間で共有し適切に実施さ
れている。

○

利用者個々人に適した就労、日中活
動の提供を行っているか。また提供
方法等の見直しも行っているか。

利用者の自己選択、自己決定が図れ
るよう、作業をはじめ各種活動・行事
等に選択制を取り入れている。就労
希望者は、それぞれが望む希望職種
を決め、その希望職種に応じたスキ
ルアップや見学に参加している。ま
た、工賃支給日に工賃説明を各利用
者に行っており、作業の参加状況
や、工賃を向上させるための新たな
作業への取り組みを検討することで、
作業意欲を高めている。各種活動実
施状況は、支援員会議等各種会議
にて報告を行い、確認・見直しを行っ
ている。

利用者の意向を尊重したプログラムが組ま
れており、適宜見直しなども行われている。
作業の種類が多いため、様々なプログラム
に対応が可能となっている。

○

3年毎に第三者評価を実施している。
（令和元年度受審）　施設運営の透
明性を図るため、施設利用者への説
明をはじめ、保護者会における事業
報告、関係機関並びに地域自治会
（東糀谷・大森南）への施設広報誌の
配布を行っている。また、日常活動ボ
ランティアを常時受け入れている。

定期的に第三者評価を受審し、事業運営
のあり方について見直されている。地域に
向けて情報公開を行い、透明性の高い事
業運営を行っている。

○

利用者の意向や苦情を把握し、解決
に向けて迅速に対応しているか

苦情を内部のみで処理せず、社会
性・客観性を持って、円滑な解決の
促進を図るため、法人による「苦情解
決実施要綱」を定め、利用者の権利
を擁護し、満足度の向上に取り組む
体制を整えている。第三者委員を配
し、苦情窓口を設置して施設利用者
とその家族等に周知している。また、
第三者委員による家族、利用者への
聞き取りを実施し、要望については、
全職員に伝達したうえで改善策を求
め、実施している。

第三者委員会の設置、利用者とその家族、
自治会役員等多方面からの情報の収集を
行い、解決に向けて迅速に対応している。

○

身の回りの自立や健康の保持（適切
な食事の提供含む）等に必要なサー
ビスを提供しているか

利用者の希望に沿った生活支援プロ
グラム（金銭学習・社会参加・コミュニ
ケーション・家事等）を実施している。
高齢化による誤嚥を防ぐために、ＰＴ
によるリハビリメニューを作成して実施
している。各種検診・衛生管理チェッ
クを実施し、コロナ禍においては、毎
日、利用者個々の健康管理表を作成
し早期対応が図れるよう体制を整えて
いる。食事提供については、毎年利
用者の嗜好調査を実施し、選択メ
ニューや季節感を感じられる行事食、
全国のご当地メニューを提供してい
る。安定した食事提供を行うため、毎
月１回管理者・栄養士・支援員・看護
師・委託業者参加による給食会議を
実施している。また、GH利用者への
休日の食事、栄養バランスについて、
栄養士が食事内容を確認してアドバ
イスをしている。

健康管理については、各種検診等利用者
個々の対応ができるよう体制が整えられて
いる。給食については、利用者の嗜好に基
づき個々に応じた提供を行っている。また、
好きな料理、デザート等のアンケートを実
施。その結果を公表するなどの工夫が取り
入れられ、個々の好みなどから支援につな
がるようサービスを提供している。

○



【標準様式１-２】

運　営

施設で提供するサービスの水準を一
定に保つ工夫をしているか。

各種会議をはじめ、朝夕のミーティン
グ等で情報の共有を図るとともに「支
援マニュアル」だけではなく、「業務マ
ニュアル」「作業マニュアル」の周知徹
底、適宜更新を行い、質の確保に努
めている。

職員間における情報共有の機会が多く設
けられており、そのことがサービス水準の質
の向上につながっている。

○

感染症対策、予防措置はされている
か

利用者に対しては、健康管理表を活
用した体調管理、玄関でのアルコー
ル消毒、うがい手洗いの時間確保、
朝礼や更衣室での人数制限、利用者
間のソーシャルディスタンス、利用時
間の短縮及び在宅サービスの提供を
朝礼や手紙で事前説明、理解の下実
施している。職員に対しては、出勤前
の検温、交通機関の混雑を避けた出
勤時間の変更、事務所のアクリル板
設置を実施している。

適切な対策を講じている。 ○

地域と積極的に交流・連携している
か。地域の社会資源として、有する機
能等を還元しているか。

新型コロナウイルスの影響により、地
域に関する行事は、ほぼ行えていな
い。地域の社会資源として、分場だけ
でなく、本園においてもパンや焼き菓
子の地域販売を開始した。また、地域
の高齢者支援として、おおた地域共
生ボランティアセンターとの連携によ
る高齢者宅の草むしり、地域包括支
援センター糀谷との連携によるフレイ
ル予防パンの試作を行い、販売して
いく予定。

地域行事が中止となる中、可能な範囲で
地域との交流・連携がされている。

○

情報管理

個人情報は適正に管理されているか

個人情報の適正な取り扱いや管理に
関して関連法令を順守すべく「個人
情報保護規定」を定め、情報管理の
徹底を行っている。記録書類及び記
録媒体については、サーバーを導入
することで、各職員が園内で使用して
いるUSBメモリを撤廃した。また、利用
者使用ロッカー等プライバシーに関
わるものは、施錠保管管理体制を整
えており、書棚の施錠を徹底してい
る。

適切に管理されている。利用者に対する個
人情報の取り扱いについても同様に適切
に管理されている。

○

個人情報保護、法令遵守のため、マ
ニュアルの整備や職員研修を実施し
ているか

個人情報の適正な取り扱いのための
ガイドラインを定め、施設独自の「個
人情報漏えい防止マニュアル」を作
成し、会議等にて全体周知するととも
に、法令遵守を徹底している。

マニュアルが整備され、職員間にも周知徹
底されている。

○

来園者へ速やかな対応を行い、不審
者等への防犯フローチャートを事務
所窓口横に掲示し対処できるようにし
ている。また、分場にカメラ付きのイン
ターフォンを設置して不審者対応に
備えている。施設内各所に火元責任
者を定め、日々の管理を徹底するとと
もに、定時による施設内点検や退勤
者による戸締りチェック表を実施して
いる。

点検、戸締りチェック表を活用するなど適
切に管理されている。

○

安全・危機管理

防犯・防災のマニュアルが整備されて
いるか、またマニュアルの内容は職員
に周知されているか

法人統一危機管理マニュアルにおけ
る行動基準書を職員へ周知すること
で有事に備えている。災害時の福祉
避難所開設に向け、職員の内部研修
を行い、「福祉避難所マニュアル」や
職員配備体制に応じて避難者と避難
所職員に別れてロールプレイを行っ
た。備品の確認及び組み立て、非常
食の調理や試食を行った。避難確保
計画を作成し、会議内で職員に配
布、伝達を行った。

各マニュアルが整備され周知されている。
また、内部の研修も行われており、体制の
強化を図っている。

○

緊急時の初動連絡体制の整備や避
難誘導等の訓練を実施しているか

うめのき園防災計画に則り、毎月避難
訓練を実施している。年に1度、大田
区防災課、蒲田消防署の協力のもと
に初期消火訓練・電話継走訓練を総
合防災訓練として、都営住宅14号棟
自治会も参加のもと実施している。

訓練を毎月実施し、有事の際はスムーズに
動けるよう取り組んでいる。また、関係機
関、地域住民とも連携を図り、協力体制の
強化にもつなげている。

○

日常の防犯・防災管理体制は適切か



【標準様式１-２】

　評価基準　（きちんと履行している＝○、もう少し努力が必要＝△、履行されていない＝×）

３　指定管理者総合所見　（サービスの提供に関して工夫・改善した点、運営上の今後の課題等）

感染症対策マニュアルが整備されて
いるか、またマニュアルの内容は職員
に周知され、実践されているか

感染症対策マニュアルは、職員全員
に配布し、周知している。また、新型
コロナウイルスに関しては、BCPを作
成し、職員会議にて配布、周知、実
践をしている。

マニュアルだけでなく、ＢＣＰを作成し、職
員間に共有されている。

○

安全・危機管理

鍵の保管、施錠管理が適切になされ
ているか

鍵はキーボックスにて一括管理を徹
底している。未使用の各室は、施錠し
て安全確保を行い、定時による施設
内の施錠確認を実施している。

適切に実施している。 ○

施
設
管
理

共通

建物
設備
備品

日常・定期点検が計画的に実施さ
れ、点検記録が適切に保管されてい
るか（建物、設備、備品）

計画的に法令点検を実施し、日常点
検実施報告書の点検記録は整理し
て適切に保管している。

計画的に実施され、記録を適切に保管して
いる。

○

業務の再委託は手順に沿って適切に
行われているか（建物、設備）

協定に基づいて、業務委託契約を行
い、適切に実施している。

適切に行っている。 ○

省エネルギーの取組みは適切に実
施されているか（建物、設備）

空調適正温度の周知徹底を行い、設
備等の修理・更新時には省エネ機
器、ＬＥＤ照明等へ交換している。

エコオフィス推進プランに基づき、利用者
の体調管理に留意しながら、過度な負担が
かからない範囲で省エネに取り組んでい
る。

○

修理・更新が必要な場合は原因を含
めて速やかに報告しているか（建物、
設備、備品）

協定に基づき、修理・更新を必要とす
る時は、その旨を当該課に速やかに
報告するとともに、事前協議を行って
いる。

速やかに報告・協議されている。 ○

修繕等を適切におこなっているか（建
物、設備、備品）

保守点検及び日常点検を実施するな
かで、修繕等を必要とする場合は、安
全面等の優先順位を定め、適宜実施
している。

適切に行っている。 ○

設備管理
機器の取扱説明書等は整備・保管さ
れているか

事務室内にて、専用ファイリングし、
適切に整備保管している。

整備・保管されている。 ○

備品管理

機器の取扱説明書等は整備・保管さ
れているか

事務室内にて、専用ファイリングし、
適切に整備保管している。

整備・保管されている。 ○

備品台帳に基づき適切に整理整頓さ
れているか

備品台帳に基づき、毎年所在現状確
認とシールの有無の確認を行い、適
切に整備保管している。

適切に整理整頓されている。 ○

清　掃

日常及び定期清掃が適切に実施さ
れ、施設、設備、備品は清潔に保た
れているか

月１回、委託業者による定期清掃に
加え、週2回清掃員による日常清掃を
実施している。また、毎朝職員による
衛生管理清掃を実施している。

適切に実施され、清潔に保たれている。 ○

洗面所等の消耗品は常に補充されて
いるか

施設周辺の美観は維持されているか
年１回の施設外周の樹木剪定を実施
し、定期的に清掃している。

適切に実施されている。 ○

衛生管理清掃時に適宜実施してい
る。

常に補充されている。 ○

ごみの分別等、リサイクルの取組みは
適切に実施されているか

区の分別種ごとに施設内にゴミ箱を
設置し、確実に実施している。近隣地
域のアルミ缶リサイクル、新聞古紙
（図書館、議会事務局）のリサイクルを
授産作業として行っている。

適切に実施されている。 ○

・新型コロナウイルス感染予防として、日々の体調管理・消毒の徹底、３密回避のための環境設定、アクリルボードの設置、運営時間短縮、在宅サー
ビスの提供等、最大限の対策を行い、運営を継続している。
・コロナ禍での運営が続いていくことで、工賃の低下や利用者の生活リズムの乱れ等、作業・生活両面での支援に新たな工夫が必要となる。
・地域で生活していくうえで、社会マナーの遵守は不可欠であるため、社会マナー習得の支援を継続している。今年度は、登園中に利用するバス
やコンビニエンスストアでの社会マナーを習得するために、京浜急行バスやファミリーマートの協力を得て利用者に分かりやすいマナー違反の写真
を撮影させていただき、日中活動で映像を交えながら守るべき社会マナーを確認した。
・バスやコンビニエンスストアだけでなく、交通マナー等習得しなければならない社会マナーがあるため継続して行っていく必要がある。
・新型コロナウイルスによる影響で、受注作業量や販売先の激減により売り上げが大幅に下がった。売り上げを維持させるために自主生産品作成に
集中した職員体制や自主生産品の新たなセット販売の作成、新たな販売経路拡大（他施設の家族販売・本園地域販売等）に取り組んだことで、工
賃を支払うことができている。
・感染症や災害時等による工賃低下。
・施設及び設備の老朽化により、分場での雨漏りや本園のトイレの破損等施設内の設備機能も低下してきている。計画的に修繕を進めて「安全・安
心」な環境設備の下、施設利用者のニーズに則した福祉サービスを提供していく。分場ではエレベーターの不具合等、本園、分場共に老朽化が進
んでいる。



【標準様式１-２】

４　施設所管課総合所見　（施設運営の総合的な評価）

５　財務状況に関する施設所管課所見

【利用者サービスについて】
・受注が減少する中でも、新規のセット販売や、企業に対しこまめに連絡するなどの取り組みを行うことで、作業の継続に努めた。新型コロナウイルス
感染症拡大の影響は、日中支援にも対応が必要となるが、更なる工夫を行うことで工賃の維持・向上に向けて取り組んでいただきたい。
・地域生活の支援として、社会的なマナーの習得を目指し、具体的な取り組みを実施している。
【近隣との関係】
・本園でのパン販売や高齢者住宅の草むしりを開始するなど、良好な関係を維持するよう努めている。
【施設管理】
・施設の維持管理、清掃等が行き届いており、利用者に気持ち良く利用できる環境が整っている。
・新型コロナウイルス感染症について、適切な対策を講じている。

　公認会計士による審査の結果、財務状況は良好との結果であった。そのため、財務面からは当該施設の管理運営を適正に代行できる状況にある
と判断する。



【標準様式４】

１　施設概要

２　東京都福祉サービス第三者評価結果に対する施設所管課所見

３　財務状況に関する施設所管課所見

施 設 名 大田区立久が原福祉園

大田区指定管理者モニタリング結果（第三者評価実施年度）

評価対象年度 令和２年度

第三者評価実施月 令和３年３月

所 在 地 東京都大田区久が原1-2-5

指定管理者

名　 称 社会福祉法人 東京都手をつなぐ育成会

代表者 理事長　佐々木　桃子

住　 所 東京都新宿区西新宿7-8-10　オークラヤビル2階

指定期間 令和3年4月1日　～　令和8年3月31日

施設の設置目的
【生活介護】
生活活動や作業活動を通じて日々の生活の充実、社会的自立を支援するため。

施設の沿革

平成4年4月開設
平成18年4月より指定管理者制度の導入に伴い、大田区より指定を受ける。
平成23年4月指定更新
平成28年4月指定更新
令和3年4月指定更新

担当部課
（問合せ先）

障害福祉課　障害者支援担当（施設）

電話　03（5744）1639　FAX　03（5744）1592

　東京都福祉サービス第三者評価によれば、利用者の意思決定を尊重する支援の基盤づくりや、利用者が楽しく参加できる環境づく
り等、利用者の主体性の確保に向けて取り組んでいる点、見学時からアセスメントを始めるなど、利用者の安全と安心に基づいた利用
開始ができるよう準備に取り組んでいる点、現場の必要性に即して会議での情報共有や意思決定を柔軟に行い、支援現場とのコミュ
ニケーションを円滑にしているなどの点で、良好との結果を得ている。区としても適正な運営が行われていると判断する。
　一方で利用希望者本人の状況に応じて情報発信できるよう、資料づくりやホームページの活用など更なる取り組みが求められる点、
アセスメントに関する記録内容の基準や書式を統一し、情報の集約化や共有に際しての効率化など、情報整理の標準化が求められる
点、事業計画・報告書は支援現場職員がチームのPDCAを確認できるものとなるよう、さらなる改善と活用をはかる点については、改善
が必要との結果であった。区としても、対応状況について随時確認を行い、必要に応じて適宜助言等を行っていく。

　公認会計士による審査の結果、財務状況は良好との結果であった。そのため、財務面からは当該施設の管理運営を適正に代行でき
る状況にあると判断する。



【標準様式１-２】

１　施設概要

２　業務履行状況確認

運　営

３年毎に第三者評価を受審している。
また、苦情解決第三者委員が定期的
に来園して利用者家族等と懇談して
いる。

透明性の高い事業運営が行われている。 ○

利用者の意向や苦情を把握し、解決
に向けて迅速に対応しているか

意向を集約し、職員周知している。ま
た、第三者評価や第三者委員の意見
を通じて課題の整理と対応を進めて
いる。

解決に向け迅速に対応している。 ○

職員のやる気を高め、施設運営に生
かしているか

やる気を高めるだけではなく、休憩や
休暇の徹底など、職務環境を整備
し、効果的な利用者支援につなげて
いる。

職場環境を整備するなど施設の運営に生
かせるよう努力している。

○

各種業務計画等に基づき計画的な
運営を行っているか。計画は適宜見
直し等行い、より高い成果を上げる努
力をしているか。

毎年同様に行われる行事であって
も、昨年の反省点を踏まえ、準備段
階から実施に向けた会議等で改善し
ている。

その都度、見直された内容を運営に生か
すよう努力している。

○

情報公開や第三者の評価を受審す
るなど行い、透明性の高い事業運営
をしているか。

各種研修に積極的に参加し、研修後には
職員全体に情報共有を行うことにより、支
援の質の向上に努めている。

○

職員は利用者の権利や意思を尊重し
ているか

法人理念や運営方針で利用者意思
の尊重を掲げ実行している。各自が
行動チェック表を用いて日々の支援
を振り返り、毎月振り返りグループ
ワークを行っている。

利用者の権利、意思を尊重し支援に努め
ている。

○

定例の施設長会や支援係長会が開
催され、他に医務担当や栄養士など
も区内施設と区で連絡情報を共有し
ている。

日頃から十分に連絡・調整がされている。 ○

施設所管課
評価

指定期間 平成31年4月1日　～　令和6年3月31日

施設の設置目的
【生活介護】
生活活動や作業活動を通じて日々の生活の充実、社会的自立を支援するため。

施設の沿革

昭和63年4月開設　/　平成16年4月より指定管理者制度の導入に伴い、大田区より指定を受ける。
平成21年4月指定更新
平成26年4月指定更新
平成31年4月指定更新

職　員

必要な知識・経験をもった職員を配
置しているか

サービス管理責任者、相談支援専門
員、看護師、栄養士、社会福祉士、
介護福祉士等を複数名配置してい
る。

適切に配置されている。 ○

業務に必要な職員研修を実施し、資
質の向上に努めているか

年間で各職員が２～３回程度の研修
を受けている。また、救命救急や応急
手当等の講習にも積極的に参加して
いる。

管　理

事業計画書及び事業実績報告書等
は期日までに提出されているか、また
報告の内容に不備はないか

当法人の書式があり、決められた時
期の理事会や評議会での承認後に
提出している。

期日までに不備なく提出されている。 ○

各種業務日誌等が整備・保管されて
いるか

業務日誌、支援日誌、検食簿、医務
日誌等を整備・保管している。

適切に整備・保管されている。 ○

区と指定管理者との間で十分な連絡
や調整がなされているか

大田区指定管理者モニタリング結果（通常年度）

評価対象年度 令和2年度

自己評価実施日 令和3年6月24日

施 設 名 大田区立南六郷福祉園

所 在 地 東京都大田区南六郷3-23-8

指定管理者

名　 称 社会福祉法人　東京都手をつなぐ育成会

代表者 理事長　佐々木　桃子

住　 所 東京都新宿区西新宿7-8-10　オークラヤビル2階

担当部課
（問合せ先）

障害福祉課　障害者支援担当（施設）

電話　03（5744）1639　　FAX　03（5744）1592

項目 確認内容 指定管理者自己評価 施設所管課所見（確認方法・頻度）



【標準様式１-２】

防犯・防災のマニュアルが整備されて
いるか、またマニュアルの内容は職員
に周知されているか

危機管理マニュアルを整備し、避難
訓練等で周知している。

各マニュアルが整備されており、職員にも
周知されている。

○

緊急時の初動連絡体制の整備や避
難誘導等の訓練を実施しているか

防災計画を作成し、月１回防災訓練
を実施している。隣接するくすのき園
と年１回合同訓練を実施している。

感染症対策マニュアルが整備されて
いるか、またマニュアルの内容は職員
に周知され、実践されているか

感染症対策マニュアルを整備し、職
員に周知、実践している。

マニュアルだけでなく、施設でBCPを作成
し、職員にも周知されている。

○

防災計画に基づき訓練等実施している。ま
た、隣接するくすのき園、民間企業等とも
連携し、合同で実施するなど様々な状況を
想定し取り組んでいる。

○

日常の防犯・防災管理体制は適切か
危機管理マニュアルにより、適切な管
理体制を実施している。

適切に実施されている。 ○

築30年を経過した建物のため、各所
に経年劣化が見られている。部分的
に対応できる設備については保守点
検の結果等を踏まえ積極的に実施し
ている。

老朽の度合いに応じて優先順位を決め、
修繕等の対応を適切に行っている。

○

鍵の保管、施錠管理が適切になされ
ているか

鍵ボックスを設置し、管理を徹底して
いる。

適切に管理されている。 ○

施
設
管
理

共通

建物
設備
備品

日常・定期点検が計画的に実施さ
れ、点検記録が適切に保管されてい
るか（建物、設備、備品）

区指定時期に建物及び設備の日常
点検を実施。他、エレベーター等付
帯設備の保守点検は法令に定める
項目及び回数を実施、点検記録を保
管している。

各設備とも計画的に実施されている。ま
た、点検記録についても適切に保管されて
いる。

○

安全・危機管理

業務の再委託は手順に沿って適切に
行われているか（建物、設備）

法人の経理規程に則り、複数見積り
を取る等手順に沿って業務委託先を
決定している。

適切に行われている。 ○

修理・更新が必要な場合は原因を含
めて速やかに報告しているか（建物、
設備、備品）

大規模修繕は、施設保全課工事見
積りにて報告。随時必要な修理のう
ち、１件30万円以上の工事は事前協
議をしている。実施した小破修繕の内
容は年に１度施設所轄課に報告して
いる。

速やかに報告・協議されている。 ○

修繕等を適切におこなっているか（建
物、設備、備品）

施設で提供するサービスの水準を一
定に保つ工夫をしているか。

利用者支援に関する様々なテーマの
研修を積み、技能向上を進めてい
る。利用者個別の引継ぎ資料を整備
している。

支援者間の情報の共有がされており、一定
のサービス水準を保つ工夫を行っている。

○

情報管理

個人情報は適正に管理されているか
個人情報保護規程により、情報管理
を徹底している。

適正に管理されている。 ○

個人情報保護、法令遵守のため、マ
ニュアルの整備や職員研修を実施し
ているか

感染症対策、予防措置はされている
か

令和２年度は主に新型コロナウイルス
感染症について、厚生労働省が推奨
する対策（マスク着用・換気・消毒・三
密回避等）を徹底した。

○適切な措置を講じている。

運　営

個人情報保護規程を全員に周知し、
常に確認できるようにしている。

各マニュアルが整備されており、職員研修
も実施するなど適切に実施されている。

○

身の回りの自立や健康の保持（適切
な食事の提供含む）等に必要なサー
ビスを提供しているか

機能訓練、ウォーキング、プール、口
腔ケア等健康の維持向上に努め、理
学療法士、臨床心理士、歯科医と契
約している。

各種健康保持のためのプログラムが工夫さ
れ、それぞれに応じて提供されている。

○

地域と積極的に交流・連携している
か。地域の社会資源として、有する機
能等を還元しているか。

地域活動への施設スペース貸出等の
協力体制を整えている。

地域行事が中止となる中、可能な範囲で
地域との交流・連携がされている。

○

利用者個々人に即した支援計画を立
案し、支援者間で共有しているか

面談、会議にてニーズの共有を図り、
支援内容として支援員間の共有事項
としている。

利用者との面談にて細やかな支援計画を
立案し、支援者間の情報共有も行われて
いる。

○

利用者個々人に適した就労、日中活
動の提供を行っているか。また提供
方法等の見直しも行っているか。

日中活動（作業・余暇・外出）の分類
から、更に日々の状況に合わせて個
別支援内容、環境調整等で対応して
いる。

利用者個々のニーズを踏まえ、支援を行
い、見直しについても適切に行っている。

○



【標準様式１-２】

　評価基準　（きちんと履行している＝○、もう少し努力が必要＝△、履行されていない＝×）

３　指定管理者総合所見　（サービスの提供に関して工夫・改善した点、運営上の今後の課題等）

４　施設所管課総合所見　（施設運営の総合的な評価）

５　財務状況に関する施設所管課所見

６　労働環境に関する施設所管課所見

清　掃

日常及び定期清掃が適切に実施さ
れ、施設、設備、備品は清潔に保た
れているか

業務委託契約により日常清掃及び定
期清掃を実施している。月毎に重点
清掃箇所を定め清掃及び整理整頓
を職員が実施している。

適切に実施され、清潔に保たれている。 ○

洗面所等の消耗品は常に補充されて
いるか

　公認会計士による審査の結果、財務状況は良好との結果であった。そのため、財務面からは当該施設の管理運営を適正に代行できる状況にある
と判断する。

施設周辺の美観は維持されているか
樹木剪定及び花壇の整備を実施して
いる。他日常清掃にて清掃を行って
いる。

多摩川の土手沿いに位置し、近隣にはくす
のき園もあり、中庭や土手の樹木等自然を
感じられる環境下にある。手入れがきちん
とされており、美観維持に努めている。

○

・新利用者の受入れに伴い、既存の活動スペースの活用の仕方に工夫をした。また、新型コロナウィルス感染症対策も並行して取り組み、アイディ
アを出し合い、ホールを日常的に活用することで、ソーシャルディスタンスを守りながら個別課題であったリハビリを取り入れやすくすることができて
いる。また、利用者の活躍の場の充実を目的とし、活動で生産される製品の幅を広げ、大田区おおむすび販売の協力を得て、利用者のやりがいに
つなげている。
【運営上の今後の課題】
①感染症対策と活動の充実の両立
利用者の安全を守るための新型コロナウイルス感染症への対策と、個別ニーズに応えた活動の設定の両立を長期的に考え実践する。
②支援スキルの向上
利用者の権利擁護、意思決定についての理解を標準化した上で福祉園全体の支援力を向上させる。

【利用者サービスについて】
・利用者が増える中でも、職員が日々の支援の中で工夫を行い、これまでの課題を解決しながら利用者の支援にあたっている。
・高齢化や重度化等が進み、個別の対応が必要になっていく中で、積極的に施設全体の支援スキルの向上を目指して取り組んでいただきたい。
【近隣との関係】
・感染症対策を講じながら出来る限り多目的ホールを貸し出すなど、良好な関係を保つよう努力している。
【施設管理】
・施設の維持管理、清掃等の管理が行き届いており、利用者が常に清潔な環境下で気持ち良く活動できるように努めている。
・新型コロナウイルス感染症について、適切な対策を講じている。

日常清掃業者が補充する他、随時職
員が補充している。

常に補充されている。 ○

ごみの分別等、リサイクルの取組みは
適切に実施されているか

瓶、缶等の資源ごみの分別はもちろ
んのこと、ペーパー類の分別を強化
し、燃えるごみの削減に努めている。

適切に実施されている。 ○

設備管理
機器の取扱説明書等は整備・保管さ
れているか

事務室内でファイルにより一括管理を
している。

適切に整備・保管されている。 ○

備品管理

機器の取扱説明書等は整備・保管さ
れているか

機器の使用場所付近に備え付けてい
る他、事務所ファイル内にて管理して
いる。

適切に整備・保管されている。 ○

備品台帳に基づき適切に整理整頓さ
れているか

年に１度備品の棚卸を行い、備品の
所在の確認及び備品の点検等を
行っている。備品購入及び廃棄の際
には事前協議を実施し、承認後は台
帳の整理を行っている。

適切に整理整頓されている。 ○

施
設
管
理

共通

建物
設備
備品

省エネルギーの取組みは適切に実
施されているか（建物、設備）

区エコオフィス推進プランに基づき、
施設活動に影響のない範囲で節電
等の取り組みを行っている。

利用者の体調管理に留意しながら、過度な
負担のかからない範囲で省エネに取り組ん
でいる。

○

　社会保険労務士による書類及び施設訪問による審査の結果、労働条件、書類等の管理の状況については良好であるとの結果であった。
今後も適正な労働環境を確保することで、施設サービスの維持・向上に努められたい。
（調査項目：労働基準法（25項目）、労働安全衛生法（12項目）、社会保険・労働保険（8項目）、労務管理（10項目）　全55項目）



【標準様式１-２】

１　施設概要

２　業務履行状況確認

大田区指定管理者モニタリング結果（通常年度）

評価対象年度 令和２年度

自己評価実施日 令和3年1月29日

施 設 名 大田区立しいのき園

所 在 地 東京都大田区西糀谷2-9-12

指定管理者

名　 称 社会福祉法人　大田幸陽会

代表者 理事長　鷲頭　美智

住　 所 東京都大田区大森南2-15-1

担当部課
（問合せ先）

障害福祉課　障害者支援担当（施設）

電話　03（5744）1639　　FAX　03（5744）1592

項目 確認内容 指定管理者自己評価 施設所管課所見（確認方法・頻度）
施設所管課

評価

指定期間 平成3年4月1日　～　令和8年3月31日

施設の設置目的
【就労継続支援Ｂ型】
知的障がいのある方に働く場を提供し、生産活動や生活訓練を通して、社会的な知識や能力の向上を図るため。

施設の沿革

平成14年4月開設
平成18年4月より指定管理者制度の導入に伴い、大田区より指定を受ける。
平成23年4月指定更新
平成28年4月指定更新
令和3年4月指定更新

管　理

事業計画書及び事業実績報告書等
は期日までに提出されているか、また
報告の内容に不備はないか

各書類を期日までに提出している。
不備も無い。

期日までに不備なく提出されている。 〇

各種業務日誌等が整備・保管されて
いるか

業務日誌、支援日誌等、各日誌を整
備・保管している。

適切に整備・保管されている。 〇

区と指定管理者との間で十分な連絡
や調整がなされているか

計画に基づいた研修受講を行っている。 〇

職員は利用者の権利や意思を尊重し
ているか

毎月の職員会議で実施する内部研
修や、外部研修参加者によるフィード
バックにより権利擁護の意識醸成を
図っているが、利用者支援に係る対
応案件発生時、利用者へのフォ
ロー、区への報告等について一部不
十分な対応があった。

利用者の権利、意思の尊重に係る支援に
おいて、利用者への細やかなフォロー、迅
速な連絡・報告等を行うよう努められたい。

△

定期的な毎月の利用者状況報告、コ
ロナ禍における運営状況報告など必
要に応じて連絡・調整を行っている。

日頃から連絡・調整がされている。 〇

必要な知識・経験をもった職員を配
置しているか

一定の資格をもった職員を採用・配
置している。

適切に配置されている。 〇

業務に必要な職員研修を実施し、資
質の向上に努めているか

年間研修計画に基づき各階層に応じ
た研修を受講し知識習得を図ってい
る。しかし、今年度はコロナ禍により、
研修の中止等で、内部研修中心に
なっている。

職員のやる気を高め、施設運営に生
かしているか

管理監督者とのヒアリング面談や日常
的な意思疎通を通して、職員の意欲
向上を図り、それぞれの長所を生かし
た運営をしている。

職員の意欲向上を図り、より良い施設運営
につなげる取り組みを行っている。

〇

運　営

各種業務計画等に基づき計画的な
運営を行っているか。計画は適宜見
直し等行い、より高い成果を上げる努
力をしているか。

各利用者活動や作業ごとに作成した
計画に基づき運営している。必要に
応じて支援会議で話し合い適宜見直
している。

計画に基づいた運営を行っている。また、
適宜見直すなどの取り組みを行っている。

〇

情報公開や第三者の評価を受審す
るなど行い、透明性の高い事業運営
をしているか。

職　員

令和元年度に第三者評価を受審し、
その結果や事業報告、決算報告を
HPに掲載している。

定期的に第三者評価を受審することによ
り、施設における課題等を浮き彫りにして
改善に努めている。

〇

利用者の意向や苦情を把握し、解決
に向けて迅速に対応しているか

法人苦情解決制度に基づき、利用者
の意向や苦情を良く傾聴し、ミーティ
ングで支援方針を確認している。

適切に対応している。 〇



【標準様式１-２】

運　営

利用者個々人に即した支援計画を立
案し、支援者間で共有しているか

利用者の意向を汲み取り、担当職員
が立案した支援計画を支援係内で協
議し、利用者・ご家族の同意を得てい
る。

適切に実施している。また、職員間の情報
共有もされている。

〇

利用者個々人に適した就労、日中活
動の提供を行っているか。また提供
方法等の見直しも行っているか。

就職委員会での活動により、就労意
欲の醸成を図っている。希望者には、
支援計画に就労に向けた支援を記載
している。新規作業を受注し、利用者
が活躍できる作業場面を広げてい
る。

利用者を内部で分担し、委員会を発足し、
講座を行い、就労促進を目指した取り組み
がされている。

〇

施設で提供するサービスの水準を一
定に保つ工夫をしているか。

サービス提供ガイドラインのチェックリ
ストを各職員がチェックし、困難事例
は毎月のケース会議で事例検討を重
ねている。

毎月の会議で情報を共有し、サービス水準
の安定化を図っている。

〇

感染症対策、予防措置はされている
か

利用者・職員の検温の徹底、飛沫対
策としてパーテーションの設置、館内
消毒、活動内容の変更など予防措置
を講じてきた。

適切な対策を講じている。 〇

身の回りの自立や健康の保持（適切
な食事の提供含む）等に必要なサー
ビスを提供しているか

課題をアセスメント表や支援計画で明
確にしている。食事量の確認、各種
健診、毎月の身体測定により家庭と
連携し健康の保持を図っている。

利用者個々人の状態を把握し、サービスの
提供を行っている。

〇

地域と積極的に交流・連携している
か。地域の社会資源として、有する機
能等を還元しているか。

今年度はコロナ禍により、園祭や地域
防災訓練など地域行事が中止となっ
たが、団地清掃や近隣施設の館内清
掃を行ない、作業を通じて地域貢献
を目指してきた。災害時には福祉避
難所としての機能を有しているほか、
今年度からは、風水害時の福祉避難
所として役割を担うことになった。

地域行事が中止となる中、可能な範囲で
地域との交流・連携がされている。

〇

情報管理

個人情報は適正に管理されているか
終業時に個人情報保管場所を施錠
する、個人情報の回覧を黄色ファイ
ルで行うなどの管理を実施している。

適切に管理されている。 〇

個人情報保護、法令遵守のため、マ
ニュアルの整備や職員研修を実施し
ているか

OJTチェックシートによる職員研修
や、必要に応じて個人情報取り扱い
方法を協議し見直している。

適切に整備され、職員研修等にて実施し
ている。

〇

非常通報装置の設置および不審者
侵入時の対応表や自衛消防隊組織
図を整備している。

適切に管理されている。 〇

感染症対策マニュアルが整備されて
いるか、またマニュアルの内容は職員
に周知され、実践されているか

危機管理マニュアルを令和2年度に
改訂し、新型コロナウィルス感染症の
項目を新たに設け、職員周知を行
なった。

法人のマニュアルを改訂し、会議でも情報
共有がされている。

〇

安全・危機管理

防犯・防災のマニュアルが整備されて
いるか、またマニュアルの内容は職員
に周知されているか

危機管理マニュアルを整備し、行事・
訓練時に確認している。

マニュアルが整備されており、職員に周知
されている。

〇

緊急時の初動連絡体制の整備や避
難誘導等の訓練を実施しているか

緊急時連絡網を整備し、毎月防災訓
練を実施している。

連絡体制が整備されており、訓練も毎月実
施するなど適切に実施されている。

〇

日常の防犯・防災管理体制は適切か

鍵の保管、施錠管理が適切になされ
ているか

退勤時のマニュアルに基づき、日直
及び最終退勤者が施錠を確認し、退
勤簿に状況を記載している。

適切に管理されている。 〇

施
設
管
理

共通

建物
設備
備品

日常・定期点検が計画的に実施さ
れ、点検記録が適切に保管されてい
るか（建物、設備、備品）

建物は、大田区による点検を年に1
回、自主点検を年に2回実施してい
る。設備は、委託業者により法定点検
を実施している。

計画的に実施され、記録を適切に保管して
いる。

〇

業務の再委託は手順に沿って適切に
行われているか（建物、設備）

協定書に基づき、行っている。 適切に行っている。 〇

省エネルギーの取組みは適切に実
施されているか（建物、設備）

エアコンの温度管理を行っている。ま
た、電気をこまめに入切し省エネに取
り組んでいる。

エコオフィス推進プランに基づき、利用者
の体調管理に留意しながら、過度な負担の
かからない範囲で、省エネに取り組んでい
る。

〇

修理・更新が必要な場合は原因を含
めて速やかに報告しているか（建物、
設備、備品）

点検により修繕の必要性が認められ
た時は、協定書に基づき速やかに報
告している。

速やかに報告・協議されている。 〇

修繕等を適切におこなっているか（建
物、設備、備品）

速やかに行っている。 速やかに適切に行っている。 〇



【標準様式１-２】

　評価基準　（きちんと履行している＝○、もう少し努力が必要＝△、履行されていない＝×）

３　指定管理者総合所見　（サービスの提供に関して工夫・改善した点、運営上の今後の課題等）

　

４　施設所管課総合所見　（施設運営の総合的な評価）

５　財務状況に関する施設所管課所見

施
設
管
理

設備管理
機器の取扱説明書等は整備・保管さ
れているか

ファイルに一式保管している。 整備・保管されている。 〇

備品管理

機器の取扱説明書等は整備・保管さ
れているか

ファイルに一式保管している。 整備・保管されている。 〇

備品台帳に基づき適切に整理整頓さ
れているか

年に一度、台帳との突合を行い、保
管場所等を確認している。

適切に整理整頓されている。 〇

清　掃

日常及び定期清掃が適切に実施さ
れ、施設、設備、備品は清潔に保た
れているか

月1回の業者による全館清掃および、
水曜日を除く毎日、職員と利用者に
よるトイレ・食堂・ホールの清掃を実施
している。

適切に実施され、清潔に保たれている。 〇

洗面所等の消耗品は常に補充されて
いるか

　公認会計士による審査の結果、財務状況は良好との結果であった。そのため、財務面からは当該施設の管理運営を適正に代行できる状況にある
と判断する。

施設周辺の美観は維持されているか
週1～2回、周辺を清掃している。ボラ
ンティアによる花壇整備を行い、地域
の花を育てている。

適切に実施されている。 〇

・今年度は、区から経営コンサルタント派遣事業を受け、利用者の工賃向上に取り組んできた。製菓では、外販の中止が多い中、法人内の職員及
び利用者、家族販売、地元の町会販売など積極的に取り組み、12月は昨年度の同月を大きく超える売り上げを達成した。また、商品開発や商品の
リニューアルも積極的に行い、フォンダンショコラやプリンなどの新商品や主力商品の焼きドーナツに味の違う5種類のチョコをかけて商品化し、販売
促進も行ってきた。
・受注作業では、生産活動連絡会の共同作業を積極的に取り組んだり、近隣地区に対し作業募集のダイレクトメールを出し、工場から作業を受注
することに繋がった。さらに、今年度より地域施設の館内清掃も行っている。
・相談支援事業所「さんさん幸陽」と連携して、将来に対する不安を受け止め、区分判定の取得を希望するご家族・利用者へのサポートを行ってい
る。また、昨年末に暫定利用者を1名、今年度2名の暫定利用者を受入れ、在宅者とならないよう、繋ぐ支援にも取り組んできた。
・高齢もしくは通所時の課題により、現在、2名の利用者に対して、随時送迎支援を試みているが、今後このような利用者が増えた場合の支援につ
いて、引き続き検討していくことが必要である。

【利用者サービスについて】
・自主生産品における新商品開発及び販売、積極的な受注作業により、利用者工賃の向上を実現している。
・高齢化に対応し、相談支援事業との連携や随時送迎支援など積極的に取り組んでいる。今後も課題解決に向け、検討を深めていただきたい。
【近隣との関係について】
・行事は中止となったが、清掃作業を通じて地域貢献を目指し、良好な関係を維持するよう努めている。
【施設管理】
・周辺清掃、施設内の清掃ともに行き届いており、美観の維持に繋がっている。
・新型コロナウイルス感染症について、適切な対策を講じている。

利用者の自治会活動を通して定期的
に補充している。

常に補充されている。 〇

ごみの分別等、リサイクルの取組みは
適切に実施されているか

分別種別ごとにゴミ箱を設置し、適切
に処理している。

適切に実施されている。 〇



【標準様式４】

１　施設概要

２　東京都福祉サービス第三者評価結果に対する施設所管課所見

３　財務状況に関する施設所管課所見

施 設 名 大田区立新井宿福祉園

大田区指定管理者モニタリング結果（第三者評価実施年度）

評価対象年度 令和２年度

第三者評価実施月 令和３年３月

所 在 地 東京都大田区中央2-13-2

指定管理者

名　 称 社会福祉法人　大田幸陽会

代表者 理事長　鷲頭　美智

住　 所 東京都大田区大森南2-15-1

指定期間 令和3年4月1日　～　令和8年3月31日

施設の設置目的
【生活介護】
生活活動や作業活動を通じて日々の生活の充実、社会的自立を支援するため。

施設の沿革

平成11年4月開設
平成18年4月より指定管理者制度の導入に伴い、大田区より指定を受ける。
平成23年4月指定更新、障害者自立支援法下での東京都指定障害福祉サービス事業所へ移行
平成28年4月指定更新
令和3年4月指定更新

担当部課
（問合せ先）

障害福祉課　障害者支援担当（施設）

電話　03（5744）1639　　FAX　03（5744）1592

　東京都福祉サービス第三者評価によれば、地域社会との連携でボランティアに協力してもらい、利用者の活動の場を広げている点、
利用者の主体性を引き出すためのコミュニケーションツールの活用が利用者の意欲につながっている点、個別支援計画を作成する
際、法人共通の形式を使用しており、明確な手順でPDCAサイクルを整備している点で、良好との結果を得ている。区としても適正な運
営が行われていると判断する。
　一方で、ヒヤリハット報告について、各事例の内容を分析して検討し、繰り返さないための改善が期待される点、利用者の将来を見据
え利用者一人ひとりに合わせたコミュニケーションの取り方の更なる工夫が求められる点、キャリアパス計画に基づく職員の育成計画を
実践してスキルアップを図り、人材育成を図る点については、改善が必要との結果であった。区としても、対応状況について随時確認
を行い、必要に応じて適宜助言等を行っていく。

　公認会計士による審査の結果、財務状況は良好との結果であった。そのため、財務面からは当該施設の管理運営を適正に代行でき
る状況にあると判断する。



【標準様式４】

１　施設概要

２　東京都福祉サービス第三者評価結果に対する施設所管課所見

３　財務状況に関する施設所管課所見

施 設 名 大田区立池上福祉園

大田区指定管理者モニタリング結果（第三者評価実施年度）

評価対象年度 令和２年度

第三者評価実施月 令和３年３月

所 在 地 東京都大田区池上6-40-3

指定管理者

名　 称 社会福祉法人　大田幸陽会

代表者 理事長　鷲頭　美智

住　 所 東京都大田区大森南2-15-1

指定期間 令和3年4月1日　～　令和8年3月31日

施設の設置目的
【生活介護】
生活活動や作業活動を通じて日々の生活の充実、社会的自立を支援するため。

施設の沿革

平成14年4月開設
平成18年4月指定管理者制度の導入に伴い、大田区より指定を受ける。
平成23年4月指定更新
平成28年4月指定更新
令和3年4月指定更新

担当部課
（問合せ先）

障害福祉課　障害者支援担当（施設）

電話　03（5744）1639　　FAX　03（5744）1592

　東京都福祉サービス第三者評価によれば、地域に根ざした行事などの企画、参加などにより、園に対する地域からの理解と、地域の
中での施設の役割が浸透している点、虐待防止及び権利擁護の取り組みや、利用者が進んでできることに取り組めるよう利用者の意
思を尊重している点、「待つ」ことを意識した支援の実践に取り組んでいる点について、良好との結果を得ている。区としても適正な運
営が行われていると判断する。
　一方で、ヒヤリハットの事例検討について、職員間の理解の度合いに差があるケースが見受けられ、支援方法が一致していない場合
もあるため、共通認識の質をあげていくことの工夫が期待される点、現場で活かすことができるマニュアルの整備が期待される点、障が
いの重度化や高齢化に対し、研修やマニュアルを充実するなど職員一人ひとりのスキルの向上を図り、より一層の支援の充実につい
ては、改善が必要との結果であった。区としても、対応状況について随時確認を行い、必要に応じて適宜助言等を行っていく。

　公認会計士による審査の結果、財務状況は良好との結果であった。そのため、財務面からは当該施設の管理運営を適正に代行でき
る状況にあると判断する。



【標準様式１-２】

１　施設概要

２　業務履行状況確認

迅速に対応している。 〇

職員のやる気を高め、施設運営に生
かしているか

定期的に施設長と職員の面談を行な
い、キャリア形成シート等を用いて目
標管理を行っている。

定期的に目標管理を行い、運営に生かす
よう努めている。

〇

運　営

各種業務計画等に基づき計画的な
運営を行っているか。計画は適宜見
直し等行い、より高い成果を上げる努
力をしているか。

各業務分掌ごとに計画を立案し、定
期的に打合せを実施し、運営状況に
ついて確認している。

各会議を毎月実施し、計画的な運営を
行っている。適宜見直し等も行われており
努力している。

〇

情報公開や第三者の評価を受審す
るなど行い、透明性の高い事業運営
をしているか。

職　員

利用者個々人に即した支援計画を立
案し、支援者間で共有しているか

計画相談と連動したアセスメントに基
づく個別支援計画を立案し、合議を
得ている。改善点は定期的なモニタリ
ングを行なった上で、家族・支援者に
同意を得て進めている。

利用者個々に適した改善を行い、その家
族、支援者間でも共有している。

〇

法人ホームページ上で事業所の情報
や広報誌を公開。また法人本部の内
部監査・第三者評価等も受審し、イン
ターネットで評価を公開している。

各情報の公開を行っており、透明性の高い
運営に努めている。

〇

利用者の意向や苦情を把握し、解決
に向けて迅速に対応しているか

苦情受付担当者・責任者を配置し、
適宜迅速に対応している。

各種研修に積極的に参加し、研修後には
職員全体に情報共有を行うことにより、支
援の質の向上に努めている。

〇

職員は利用者の権利や意思を尊重し
ているか

外部研修・法人主催研修に派遣する
とともに、法人の虐待防止チェックリス
トやサービス提供ガイドラインの活
用、職員会議等で「職員倫理規程に
関する行動指針」の確認、並びに事
業所内研修や支援会議等で支援を
検証し、利用者の権利や意思を尊重
するよう努めている。

利用者の意思を尊重し支援にあたってい
る。また、定期的に検証を行うなど適切に
行われている。

〇

担当部署と電話、メール等で適宜連
絡・調整を行っている。

日頃から十分に連絡・調整がされている。 〇

必要な知識・経験をもった職員を配
置しているか

社会福祉士等の資格を有する専門
性のある職員を配置している。また、
個々の利用者特性に対応できるキャ
リアを積んだ職員を配置している。

適切に配置されている。 〇

業務に必要な職員研修を実施し、資
質の向上に努めているか

外部研修・法人主催研修に派遣する
とともに、適宜フィードバックを行なっ
ている。また、事業所内での研修や
事例検討を計画的に実施し資質向
上を図っている。

管　理

事業計画書及び事業実績報告書等
は期日までに提出されているか、また
報告の内容に不備はないか

不備なく期限内に提出し、理事会で
審議の後、評議員会で承認を受けて
いる。

期日までに不備なく提出されている。 〇

各種業務日誌等が整備・保管されて
いるか

書庫で適正に整備・保管している。 適切に整備・保管されている。 〇

区と指定管理者との間で十分な連絡
や調整がなされているか

項目 確認内容 指定管理者自己評価 施設所管課所見（確認方法・頻度）
施設所管課

評価

指定期間 平成30年4月1日　～　令和5年3月31日

施設の設置目的
【生活介護】
生活活動や作業活動を通じて日々の生活の充実、社会的自立を支援するため。

施設の沿革

昭和59年5月開設
平成20年4月より指定管理者制度の導入に伴い、大田区より指定を受ける。
平成25年4月指定更新
平成30年4月指定更新

指定管理者

名　 称 社会福祉法人　大田幸陽会

代表者 理事長　鷲頭　美智

住　 所 東京都大田区大森南2-15-1

担当部課
（問合せ先）

障害福祉課　障害者支援担当（施設）

電話　03（5744）1639　　FAX　03（5744）1592

大田区指定管理者モニタリング結果（通常年度）

評価対象年度 令和2年度

自己評価実施日 令和3年6月15日

施 設 名 大田区立大森東福祉園

所 在 地 東京都大田区大森東1-36-7



【標準様式１-２】

自動ドアの暗証ロックを活用し、外部
からの侵入者へ対してのセキュリ
ティーを上げている。部外者の来訪
には職員が速やかに対応している。
各居室の火元責任者が施錠を確認
し、チェック表に記載したうえで退社
し、最終退社者がすべてを確認して
いる。

訪問者については職員が対応。確認したう
えで開錠している。最終退庁者の役割につ
いても認識されており、適切に管理してい
る。

〇

感染症対策マニュアルが整備されて
いるか、またマニュアルの内容は職員
に周知され、実践されているか

法人で統一されたマニュアルが整備
されている。また、事業所内研修等に
おいて、職員に周知および実践して
いる。

法人のマニュアルを用いており、職員間に
も共有されている。

〇

安全・危機管理

防犯・防災のマニュアルが整備されて
いるか、またマニュアルの内容は職員
に周知されているか

法人および事業所のマニュアルを活
用している。内容については適宜職
員に周知している。

各マニュアルが整備され、改訂等について
も周知されており、適切に管理されている。

〇

緊急時の初動連絡体制の整備や避
難誘導等の訓練を実施しているか

初動連絡体制を整備し、職員に周知
徹底を図っている。月一回の防災訓
練を行なっている。

毎月訓練が実施され、体制が整備されて
いる。

〇

日常の防犯・防災管理体制は適切か

情報管理

個人情報は適正に管理されているか
施錠できる書庫にて適正に管理して
いる。

施錠可能なキャビネットに保管され適正に
管理されている。

〇

個人情報保護、法令遵守のため、マ
ニュアルの整備や職員研修を実施し
ているか

適宜、外部研修・法人主催研修に派
遣するとともに、チェックリスト等も活
用している。また、朝礼や職員会議等
で役職者からの情報提供等で注意喚
起している。

マニュアルの整備、職員内の研修を実施。
全職員に対しても情報共有されている。

〇

施設で提供するサービスの水準を一
定に保つ工夫をしているか。

利用者状況やヒヤリハット事例を毎日
のミーティングで確認し、情報共有や
事故防止に努めている。サービス提
供ガイドラインや各種サービスマニュ
アル・分掌資料を活用し、サービスの
均一化・水準向上に努めている。

職員間で利用者に対する情報共有に努め
るなどの工夫を行っている。

〇

感染症対策、予防措置はされている
か

職員の検温・手指消毒・マスク着用の
徹底、職員の消毒液の携帯、利用者
の検温、各居室等にパーテーション
の設置、ソーシャルディスタンスが取
れる座席の配置、常時の換気等にて
対策・予防をしている。来訪者につい
ては、検温・手指消毒・来訪日時記録
の協力を得ている。

適切な措置を講じている。 〇

身の回りの自立や健康の保持（適切
な食事の提供含む）等に必要なサー
ビスを提供しているか

支援員・看護師・栄養士が給食業者
等と連携し、必要なサービスを適切に
提供している。

給食会議を開催し、利用者の状態確認や
摂食指導を行うなど、利用者個々人に適し
たサービス提供に努めている。

〇

地域と積極的に交流・連携している
か。地域の社会資源として、有する機
能等を還元しているか。

感染症対策を講じて、近隣保育園と
のクリスマス交流のみ実施している。
事業所内の農園で収穫された農作物
を区内他事業所運営のカフェに週二
回卸販売をしている。自主生産品(バ
スボム・陶芸・農作物)を毎週金曜日
午後に事業所玄関前で定期販売をし
ている。おおむすび縁市場に出店し
ている。大森東一丁目会館へは週一
回、近隣商店街では適宜、空き缶リ
サイクル用の缶回収を行なっている。
都立美原高等学校の介護職員初任
者研修に、講師として職員を派遣。コ
ロナ禍のため、例年行なっている近
隣の保育園・小学校・高等学校・図書
館等とコンサート・移動動物園・人形
劇等での交流機会は設けられなかっ
た。また、日常的なボランティアは、日
中一時支援のスタッフを兼ねている2
名のみ受け入れている。コロナ禍が
落ち着いたら、団地自治会主催の健
康体操教室等へのホール貸し出しも
再開する予定である。

地域行事が中止となる中、可能な範囲で
地域との交流・連携がされている。

〇

運　営

利用者個々人に適した就労、日中活
動の提供を行っているか。また提供
方法等の見直しも行っているか。

毎月のグループ会議で利用者状況を
確認して日中プログラムを立案・見直
しし、必要に応じて個別プログラムも
立案している。

計画立案後も見直しが行われ、より個々に
適した内容になるよう努めている。

〇



【標準様式１-２】

　評価基準　（きちんと履行している＝○、もう少し努力が必要＝△、履行されていない＝×）

３　指定管理者総合所見　（サービスの提供に関して工夫・改善した点、運営上の今後の課題等）

清　掃

日常及び定期清掃が適切に実施さ
れ、施設、設備、備品は清潔に保た
れているか

専門業者に委託し、定期清掃を行な
うとともに、職員も日常的に衛生管理
を行なっている。

適切に実施され、清潔に保たれている。 〇

洗面所等の消耗品は常に補充されて
いるか

施設周辺の美観は維持されているか

専門業者に委託し、事業所周辺の日
常清掃を行なうとともに、職員も日常
的に管理を行なっている。中庭や花
壇の整備もボランティアの協力を受け
て行なっている。

日常清掃を実施し、職員も積極的に管理し
ていることから美観を維持している。

〇

【令和２年度の取り組み】
・新型コロナウイルス感染防止対策として、手洗い消毒の徹底や、ソーシャルディスタンスの工夫
・法人の連携事業として、日中一時支援事業の実施(累計81日間、のべ242名が利用)
・リモートも活用した外部研修への参加や、職員向け勉強会の実施(事例検討会、新任職員向け)
・虐待防止の取り組みとして、委員会の開催や、法人の要綱・規程等を職員周知
・緊急時や災害を想定した、防災訓練やAED訓練の実施
・おおむすびとの連携による、作業製品の販路を拡大
・作業工程を見直したことによる、作業製品の販売量の増加
・コロナ禍での感染防止に努めた、保育園や地域との交流
・業務マニュアルの活用や、内容の更新を実施
【今後の課題】
・事業計画の進捗状況を会議で定期的に確認し、計画的な推進を検討中
・キャリアパスに基づいた職員育成目標の明確化のため、チェックシートを用いたOJTの進捗確認と内部研修の強化
・マニュアルを効果的に活用した業務の推進のため、防災や研修・余暇等の各種マニュアルを改訂中

職員が在庫管理を行ない、在庫切れ
が起きないよう適切に補充している。
また職員当番制により日々の補充を
徹底している。

常に補充されている。 〇

ごみの分別等、リサイクルの取組みは
適切に実施されているか

ごみの種別ごとに細かくごみ箱を分け
て、適切に行なっている。リサイクル
に関しては、日常清掃の担当が運搬
業者へ出す前に再度仕分けしてい
る。

適切に実施されている。 〇

専用ファイルに一括してファイリングし
て事務書庫にて保管している。

適切に整備・保管されている。 〇

備品管理

機器の取扱説明書等は整備・保管さ
れているか

専用ファイルに一括してファイリングし
て事務書庫にて保管している。

適切に整備・保管されている。 〇

備品台帳に基づき適切に整理整頓さ
れているか

新規備品登録の際には、備品の所在
を確認し、適宜台帳を更新している。

適切に整理整頓されている。 〇

施
設
管
理

共通

建物
設備
備品

日常・定期点検が計画的に実施さ
れ、点検記録が適切に保管されてい
るか（建物、設備、備品）

外部委託業者の報告書を含め、適切
に実施し、点検記録を保管している。

計画的に実施され、記録を適切に保管して
いる。

〇

業務の再委託は手順に沿って適切に
行われているか（建物、設備）

複数業者から見積りを徴し、委託料・
サービス内容を検討のうえ、適切な業
者へ委託している。

適切に行っている。 〇

省エネルギーの取組みは適切に実
施されているか（建物、設備）

朝礼や職員会議等で節電・省エネへ
の意識付けを行うとともに、省エネ設
備への更新を順次行っている。

エコオフィス推進プランに基づき、利用者
の体調管理に留意し、過度な負担にならな
い範囲で省エネに取り組んでいる。

〇

修理・更新が必要な場合は原因を含
めて速やかに報告しているか（建物、
設備、備品）

適宜報告し、修繕・更新が必要な場
合は障害福祉課と事前協議のうえ、
速やかに実施している。

速やかに協議・報告されている。 〇

修繕等を適切におこなっているか（建
物、設備、備品）

利用者の利便性向上のため、複数業
者から見積りを徴し、委託料・サービ
ス内容を検討のうえ、適切な業者へ
委託している。

適切に行っている。 〇

設備管理
機器の取扱説明書等は整備・保管さ
れているか

安全・危機管理

鍵の保管、施錠管理が適切になされ
ているか

金庫やキーボックスで適切に管理し
ている。

適切に管理されている。 〇



【標準様式１-２】

４　施設所管課総合所見　（施設運営の総合的な評価）

５　財務状況に関する施設所管課所見

　公認会計士による審査の結果、財務状況は良好との結果であった。そのため、財務面からは当該施設の管理運営を適正に代行できる状況にある
と判断する。

【利用者サービスについて】
・施設内で研修や事例検討が活発に実施されており、利用者の個別対応など丁寧で細やかな支援力の向上に努めている。
・様々な障がい特性の方がいる中で、支援方法の工夫及び関係機関との連携を図りながら、今後も利用者の環境整備に努めていただきたい。
【近隣との関係について】
・研修への職員の派遣や農作物をカフェに卸販売を行うことで、近隣との関係を良好に保つ努力をしている。
【施設管理】
・施設の維持管理、清掃等が行き届いており、利用者に気持ち良く利用できる環境を整えている。
・新型コロナウイルス感染症について、適切な対策を講じている。



【標準様式１-２】

１　施設概要

２　業務履行状況確認

大田区指定管理者モニタリング結果（通常年度）

評価対象年度 令和２年度

自己評価実施日 令和3年1月29日

施 設 名 大田区立つばさホーム前の浦

所 在 地 東京都大田区蒲田2-14-4（プラム蒲田）※施設の改修工事のため、一時的移転

指定管理者

名　 称 社会福祉法人　大田幸陽会

代表者 理事長　鷲頭　美智

住　 所 東京都大田区大森南2-15-1

担当部課
（問合せ先）

障害福祉課　障害者支援担当（施設）

電話　03（5744）1639　　FAX　03（5744）1592

項目 確認内容 指定管理者自己評価 施設所管課所見（確認方法・頻度）
施設所管課

評価

指定期間 令和3年4月1日　～　令和8年3月31日

施設の設置目的 心身障がい者の地域社会における自立した生活の助長を図り、心身障がい者の福祉の増進に寄与するため。

施設の沿革

平成10年4月開設
平成18年4月指定管理者制度の導入に伴い、大田区より指定を受ける。
平成23年4月指定更新
平成28年4月指定更新
令和3年4月指定更新、障害者総合支援法に基づく東京都指定障害福祉サービス事業所へ移行。

管　理

事業計画書及び事業実績報告書等
は期日までに提出されているか、また
報告の内容に不備はないか

協定に基づき期日までに実施。 期日までに不備なく提出されている。 ○

各種業務日誌等が整備・保管されて
いるか

支援日誌（業務日誌兼用）及び各種
業務計画・報告書を事務所にて保
管。

適切に整備・保管されている。 ○

区と指定管理者との間で十分な連絡
や調整がなされているか

経験年数、経歴に合わせた研修を実施し、
資質の向上に努めている。また、会議で内
容の共有がされている。

○

職員は利用者の権利や意思を尊重し
ているか

法人「職員倫理規程」「権利擁護規
定」を常備。常勤・非常勤職員へ周知
（伝言シートや回覧文書）。外部研修
で支援に還元。

職員への倫理規定の周知を図り、利用者
の権利や意思を尊重している。

○

個人情報保護の為、主に電話、メー
ルにて対応。（緊急時FAX併用）必要
に応じて、面談等実施。

定期的に報告されている。 ○

必要な知識・経験をもった職員を配
置しているか

社会福祉士2名、3年以上の経験者が
4名（常勤9名中）

適切に配置されている。 ○

業務に必要な職員研修を実施し、資
質の向上に努めているか

外部研修（経験年数、等級）、内部研
修（OJT、外部研修の周知）、法人研
修（全体、階層別）の実施

職員のやる気を高め、施設運営に生
かしているか

自己評価、自己申告書に基づき、施
設長の個別面談実施。ケア会議、支
援会議にてケース検討を実施し、特
性に応じた支援を検討。

職員に対し個別面談を実施し、各会議等
にて相互に意見交換している。

○

運　営

各種業務計画等に基づき計画的な
運営を行っているか。計画は適宜見
直し等行い、より高い成果を上げる努
力をしているか。

令和3年度法内化事業に向けた取り
組みに活かす為、年間計画の振り返
りを行い、検討を実施。

年間計画に基づき運営を行っている。 ○

情報公開や第三者の評価を受審す
るなど行い、透明性の高い事業運営
をしているか。

職　員

ホームページでの情報公開、見学者
（家庭、学校、他事業所等関係機関）
の常時受け入れ。※４月以降は緊急
一時保護施設として見学・面談を実
施・継続した。

ホームページでの情報公開や随時、施設
見学などを実施し、透明性の高い事業運
営ができている。

○

利用者の意向や苦情を把握し、解決
に向けて迅速に対応しているか

法人規程「苦情解決制度に関する要
綱」第三者委員、支援係長（苦情解
決担当者）、施設長（苦情解決責任
者）を配置し、対応した。

第三者委員を設置し、利用者を尊重した迅
速な対策ができている。

○



【標準様式１-２】

運　営

利用者個々人に即した支援計画を立
案し、支援者間で共有しているか

4月以降は緊急一時保護事業に切り
替わったが、旧3年間自立訓練の方
がいた為、可能な限り個別支援計画
に沿った支援を継続し、移行支援を
行った。緊急一時保護事業では、利
用後の振り返りを毎月実施し、次回の
利用時に反映させた。

個別支援計画やアセスメントを作成し、会
議などで適宜見直しを入れながら支援者
間で共有している。

○

利用者個々人に適した就労、日中活
動の提供を行っているか。また提供
方法等の見直しも行っているか。

過去3年間の自立訓練利用者への対
応として、就労先、作業所との連携の
為、面談や連絡等実施。休日余暇等
については、コロナ禍での支援につ
いて、近場での散歩などの声掛けを
行い、対応した。4月以降の緊急一時
保護事業でも、必要に応じて連携を
図り、関係者会議等に参加した。

各関係機関と連絡を図りながら、個人に合
わせたサービス提供を行っている。

○

施設で提供するサービスの水準を一
定に保つ工夫をしているか。

ケア会議、支援会議、職員会議を通
じた緊急一時保護事業におけるサー
ビス内容の検討・実施。支援係長、支
援主任、リーダーによる職員育成の
推進。法人によるセルフチェック
（サービス提供ガイドライン、虐待防
止、事例検討会）による品質管理を
行った。

会議体で支援計画やアセスメントを見直す
ことで、支援者間での共有を図り、サービス
水準を保つよう工夫を行っている。

○

感染症対策、予防措置はされている
か

設備チェックと合わせて、各居室及び
事務所内において、感染症対策を実
施。

来訪者の検温徹底や居室前の消毒液設
置など、適切な対策を講じている。

○

身の回りの自立や健康の保持（適切
な食事の提供含む）等に必要なサー
ビスを提供しているか

4月以降の緊急一時保護事業におい
ては、旧自立訓練利用者への対応と
して、可能な限り、基本的生活習慣
（日課スケジュール）を柱にした健康
管理、衣食住に必要な支援（通院同
行、居室清掃・買物・金銭管理等のプ
ログラム）を提供。緊急一時利用者に
ついては、安全・安心な対応を実施し
た。

利用者個々人に合わせたサービスを提供
できるよう努めている。

○

地域と積極的に交流・連携している
か。地域の社会資源として、有する機
能等を還元しているか。

仮移転先での運営であったが、移転
先地域でできることを検討し、蒲田児
童館での交換便や北蒲広場の駐車
スペース使用等で連携した。

プラム蒲田での一時的な建物使用及びコ
ロナウイルス感染症が蔓延する状況下にお
いて、可能な範囲で地域との連携を図って
いる。

○

情報管理

個人情報は適正に管理されているか

利用者個別ファイルを施錠できる棚
に保管。法人「個人情報保護規程」に
基づき、愛の手帳等の貴重品も専用
の金庫に保管。ＰＣの管理もパスワー
ド等で実施。

適正に管理されている。 ○

個人情報保護、法令遵守のため、マ
ニュアルの整備や職員研修を実施し
ているか

法人倫理規程、労務管理、虐待防
止、権利擁護の周知と内外研修の実
施。

適切に実施されている。 ○

日中や休日外出時の居室施錠、夜
間の巡回、人感センサー・ブザーによ
る防犯対応、火気設備の自主点検の
実施。

適切に管理されている。 ○

感染症対策マニュアルが整備されて
いるか、またマニュアルの内容は職員
に周知され、実践されているか

法人危機管理マニュアルでの対応、4
月以降のコロナ対策について検討
し、プラム蒲田での継続対応とした。

利用者・職員別のマニュアル等を配備し、
職員間で共有を図っている。

○

安全・危機管理

防犯・防災のマニュアルが整備されて
いるか、またマニュアルの内容は職員
に周知されているか

危機管理マニュアル、法人統一の
「危機管理マニュアル」の常備。

各マニュアルが整備され、職員に周知する
など管理されている。

○

緊急時の初動連絡体制の整備や避
難誘導等の訓練を実施しているか

職員緊急連絡網、自衛消防隊整備、
避難訓練を旧幸陽会会館にて実施。
プラム蒲田に一時移転した為、台風
や災害時の対応は、引継ぎや会議時
に確認実施。

職員緊急連絡網、自衛消防隊が整備さ
れ、避難訓練も実施されている。地域合同
防災訓練にも毎年参加している。

○

日常の防犯・防災管理体制は適切か

鍵の保管、施錠管理が適切になされ
ているか

事務所内の鍵ＢＯＸにて管理。紛失
防止の工夫（鈴付け）や名札での持
ち出し者表示、居室施錠及び引継ぎ
毎の鍵の確認実施。

適切に管理されている。 ○



【標準様式１-２】

　評価基準　（きちんと履行している＝○、もう少し努力が必要＝△、履行されていない＝×）

３　指定管理者総合所見　（サービスの提供に関して工夫・改善した点、運営上の今後の課題等）

施
設
管
理

共通

建物
設備
備品

日常・定期点検が計画的に実施さ
れ、点検記録が適切に保管されてい
るか（建物、設備、備品）

日常点検実施報告書を区に提出。委
託業者による各種設備点検実施、記
録の保管。（幸陽会会館全体に係る
旧つばさホーム前の浦の点検。プラ
ム蒲田は施設保全課及びまちづくり
公社対応)

計画的に実施され、記録等を適切に保管
している。

○

業務の再委託は手順に沿って適切に
行われているか（建物、設備）

手順に沿って実施。プラム蒲田での
建物・設備においては施設保全課及
び大田区まちづくり公社と連携し対応
した。

適切に行われている。 ○

省エネルギーの取組みは適切に実
施されているか（建物、設備）

利用者への声かけ及び職員による毎
日の居室点検時に確認。

エコオフィス推進プランに基づき、利用者
の体調管理に留意し、過度な負担のかから
ない範囲で省エネに取り組んでいる。

○

修理・更新が必要な場合は原因を含
めて速やかに報告しているか（建物、
設備、備品）

建物、設備、備品等の破損や故障の
修理、修繕対応について、随時報告
の実施。

速やかに報告されている。 ○

修繕等を適切におこなっているか（建
物、設備、備品）

小破損修理は即時対応。施設工事
依頼の提出。工事の実施時は、障害
福祉課へ確認実施。

適切に行われている。 ○

設備管理
機器の取扱説明書等は整備・保管さ
れているか

マニュアルは事務所及び保管庫にま
とめて管理。

整備・保管されている。 ○

備品管理

機器の取扱説明書等は整備・保管さ
れているか

マニュアルは事務所及び保管庫にま
とめて管理。

整備・保管されている。 ○

備品台帳に基づき適切に整理整頓さ
れているか

備品台帳による管理と必要な場所へ
の設置。

適切に整理整頓されている。 ○

清　掃

日常及び定期清掃が適切に実施さ
れ、施設、設備、備品は清潔に保た
れているか

各居室の床面、トイレ、浴室清掃につ
いては、就労継続支援B型施設のぞ
み園に委託し、利用者による清掃を
実施。また、職員による日常的な館内
清掃の実施。

適切に実施され、清潔に保たれている。 ○

洗面所等の消耗品は常に補充されて
いるか

施設周辺の美観は維持されているか
プラム蒲田周辺や2階ベランダの清掃
について、実施。

清掃が行き届いており、美観が維持されて
いる。

○

（自立訓練：旧3年間自立訓練・短期自立訓練、緊急一時保護）
・旧3年間自立訓練・短期自立訓練：退所者２名は、両名とも区内GHに移行しました。その後、移行後の生活をバックアップする為に、継続的にモニ
タリングに参加し、現在も安定した生活を支えています。
・緊急一時保護：コロナ禍による影響を受け、利用者数は減りました。緊急性が高いケースの対応枠も準備しておりましたが、利用者数は少ない状
況が続きました。但し、利用条件が合う方や保護者の体調不良、家族間の不和等による緊急避難的な利用は多くありました。支援が難しいケース
は、各地域福祉課担当者や相談支援事業、通所事業所、医療関係者等の各関係機関との情報共有やケース検討を行い、対応しました。
（令和3年度法内化に向けた取り組み/大田区との協議）
・建物・設備：改修工事や什器仕様等について、大田区との検討を積み重ね、概ね予定通りに進んでおり、プラム蒲田からの引越も準備中です。ま
た、ICTへの対応として、大田区との協議を基に、活用の準備を進めています。
・利用者支援：共同生活援助事業、短期入所の受入から退所までの案内と、支援内容の検討を継続的に行っています。特に法律の理解を基に、
支援の目的・方針から、プログラム内容や生活スジュール等の打合せを日々行い、会議にて検討して定めています。
・人材育成：ショートステイでの行動障害利用者の受入を行う為、法人通所事業所からの情報収集を行い、具体的な対応方法を検討しています。ま
た、感染症対応や虐待防止に向けた外部研修、内部研修を積み重ねています。
（今後の課題）
・新規事業の運営開始に向け、安全・安心な施設運営を目指します。
・感染症対策を講じながら行える支援と、虐待防止・権利擁護に向けた取り組みにおいて、質の高い支援を目指し、取り組みます。
・障害者支援の経験が少ない新規入職者が見込まれる為、内外研修（座学やロールプレイ等）、他事業所との情報共等も活用し、継続な人材育成
を行います。

清掃業務委託（日常清掃、床面清掃
等）であるのぞみ園利用者、また職員
による日々の清掃や消耗品の補充。

常に補充されている。 ○

ごみの分別等、リサイクルの取組みは
適切に実施されているか

館内に分別用のゴミ箱を設置。職員
によるごみの分別やリサイクルを実
施。

適切に実施されている。 ○



【標準様式１-２】

４　施設所管課総合所見　（施設運営の総合的な評価）

５　財務状況に関する施設所管課所見

　公認会計士による審査の結果、財務状況は良好との結果であった。そのため、財務面からは当該施設の管理運営を適正に代行できる状況にある
と判断する。

【利用者サービスについて】
・旧3年間自立訓練・短期自立訓練は、受け入れの中止にあたり、２名の移行について細やかな支援を行った。
・緊急一時保護は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、利用者数は減ったものの、緊急避難の受け入れ先として各関係機関と連携し、支
援を行った。
・法内化に向けて入念な準備を行い、令和３年４月から短期入所及び緊急一時保護事業を開始した。
【近隣との関係について】
・仮設であるプラム蒲田へ一時移転していたこと及び新型コロナウイルス感染症拡大の理由から、利用者の地域交流はなかったが、近隣との関係を
良好に保っていた。
【施設管理について】
・幸陽会会館及びプラム蒲田の周辺清掃、施設内の清掃ともに行き届いており、美観の維持に繋がっている。
・新型コロナウイルス感染症について、適切な対策を講じている。



【標準様式１-２】

１　施設概要

２　業務履行状況確認

大田区指定管理者モニタリング結果（通常年度）

評価対象年度 令和2年度

自己評価実施日 令和3年6月15日

施 設 名 大田区立大田福祉作業所

所 在 地 東京都大田区大森西3-3-9

指定管理者

名　 称 社会福祉法人　同愛会

代表者 理事長　髙山　和彦

住　 所 神奈川県横浜市保土ヶ谷区上菅田町金草沢1749

担当部課
（問合せ先）

障害福祉課　障害者支援担当（施設）

電話　03（5744）1639　　FAX　03（5744）1592

項目 確認内容 指定管理者自己評価 施設所管課所見（確認方法・頻度）
施設所管課

評価

指定期間 令和2年4月1日　～　令和7年3月31日

施設の設置目的
【就労継続支援Ｂ型】
知的障がいのある方に働く場を提供し、生産活動や生活訓練を通して、社会的な知識や能力の向上を図るため。

施設の沿革

昭和55年3月都から移管
平成17年4月より指定管理者制度の導入に伴い、大田区より指定を受ける。
平成22年4月指定更新
平成27年4月指定更新
令和2年4月指定更新

管　理

事業計画書及び事業実績報告書等
は期日までに提出されているか、また
報告の内容に不備はないか

法人理事会等で決裁され次第、速や
かに提出を行っている。内容につい
ても精査して記載している。

期日までに不備なく提出されている。 〇

各種業務日誌等が整備・保管されて
いるか

整備・保管している。 適切に整備・保管されている。 〇

区と指定管理者との間で十分な連絡
や調整がなされているか

各種研修に積極的に参加し、研修後には
職員全体に情報共有することで支援の質
の向上に努めている。

〇

職員は利用者の権利や意思を尊重し
ているか

個別支援計画の策定は言うまでもな
く、日々の活動でも本人の意思を確
認している。また、職員のセルフ
チェックを定期的に行うことで意識の
向上にも努めている。

利用者の意思を尊重した支援計画が作成
されている。

〇

適宜、障害福祉課と情報共有しなが
ら事業を進めている。

日頃から十分に連絡・調整がされている。 〇

必要な知識・経験をもった職員を配
置しているか

人材不足は業界全体の課題である
が、経験者の求人・採用に力を入れ、
また、既存職員も含めた育成を行うこ
とで、適正な配置に努めている。

適切に人員配置がされている。 〇

業務に必要な職員研修を実施し、資
質の向上に努めているか

法人内研修、外部機関研修に適宜
参加させ、また伝達研修を行う事で職
員全体の質の向上に努めている。

職員のやる気を高め、施設運営に生
かしているか

役割分担、責任を明確にし、トップダ
ウンだけではなく、支援現場からの提
案を取り入れることで、各職員が主体
的に業務に取り組めるようにしてい
る。

職員会議等において情報交換を行い、職
員からの意見等を施設運営に反映するよう
努力している。

〇

運　営

各種業務計画等に基づき計画的な
運営を行っているか。計画は適宜見
直し等行い、より高い成果を上げる努
力をしているか。

年度当初に計画を立て、各担当会
議、運営会議等で進捗管理を行って
いる。変更を要するものも各会議を通
して組織的な見直しを行い、成果向
上を図っている。

計画に基づき実施され、また見直し等も行
い、成果につながるよう努力している。

〇

情報公開や第三者の評価を受審す
るなど行い、透明性の高い事業運営
をしているか。

職　員

定期的に第三者評価を受審するほ
か、第三者委員による聞き取り調査の
実施、広報誌の発行等により、透明
性の向上に努めている。

透明性の高い事業運営を行っている。 〇

利用者の意向や苦情を把握し、解決
に向けて迅速に対応しているか

明示されたものだけでなく、声になら
ない意向も見立て、対応することで、
迅速に解決するよう努めている。

利用者と職員が日頃から親身になって話を
聞き、意向を理解し、丁寧な対応をしてい
る。

〇



【標準様式１-２】

運　営

利用者個々人に即した支援計画を立
案し、支援者間で共有しているか

利用者本人だけでなく、家族や後見
人、GH職員、計画相談等と連携し、
現状に即した計画をタイムリーに立案
するよう努めている。日々の打合せ、
会議等を通して共有を図っている。

各会議で問題を明確化し、改善に努めて
いる。

〇

利用者個々人に適した就労、日中活
動の提供を行っているか。また提供
方法等の見直しも行っているか。

複数の作業班を設け、多種類の作
業、余暇活動を用意し、障害特性、
年齢、意向を踏まえた活動が行える
ように配慮している。本人の状況を確
認し、提供方法は随時見直している。

利用者本人の意向を確認したうえでの支
援を行っている。

〇

施設で提供するサービスの水準を一
定に保つ工夫をしているか。

業務のマニュアル化を図るとともに、
継続したＯＪＴを実施することにより、
水準の維持・向上に努めている。

会議、研修等を積極的に実施。一定の
サービス水準を保つよう努力している。

〇

感染症対策、予防措置はされている
か

マスク着用、手洗い、うがいの励行、
換気、定時消毒、パーテーション設
置、食事場所の分散、オゾンによる滅
菌、宿泊・外出活動の自粛、班を超え
た活動は実施しない等の措置を講じ
ている。

適切な措置を講じている。 〇

身の回りの自立や健康の保持（適切
な食事の提供含む）等に必要なサー
ビスを提供しているか

ADLの維持・向上支援に加え、最近
では高齢化、重度化による介助が必
要なケースも増えているが、個別適切
に対応している。食事に関しても必要
に応じて一口大、刻み、とろみ、量の
調整等配慮している。

利用者個々の状況を把握しサービス提供
ができるよう努力している。

〇

地域と積極的に交流・連携している
か。地域の社会資源として、有する機
能等を還元しているか。

例年積極的に行っているが、新型コ
ロナウイルス感染対策のため、自粛し
ている状態である。

地域行事が中止となる中、可能な範囲で
地域との交流・連携がされている。

〇

情報管理

個人情報は適正に管理されているか

原則持ち出し禁止とし、事務所内の
施錠できる書棚で管理している。電
子データもサーバのみに保存し、各
PCに散在させないようにしている。

適正に管理されている。 〇

個人情報保護、法令遵守のため、マ
ニュアルの整備や職員研修を実施し
ているか

法人で個人情報保護規程を作ってお
り、会議・朝礼・終礼、セルフチェック
等で適宜確認している。

マニュアルが整備され、個人情報保護、法
令順守に努めている。

〇

自主点検を行う等適切である。 適切に管理されている。 〇

感染症対策マニュアルが整備されて
いるか、またマニュアルの内容は職員
に周知され、実践されているか

厚労省の感染対策マニュアルを活用
し、内容の周知、実践に努めており、
令和2年度以降、新型コロナだけでな
く、インフルエンザ、ノロウイルス等の
所内での罹患者はいない。

マニュアルが整備され、職員も紙媒体及び
パソコンでも確認できるようにしている。

〇

安全・危機管理

防犯・防災のマニュアルが整備されて
いるか、またマニュアルの内容は職員
に周知されているか

整備している。また、定期的に共有す
る機会を設けている。

整備され周知されている。 〇

緊急時の初動連絡体制の整備や避
難誘導等の訓練を実施しているか

定期的に行っている。
定期的に訓練を実施するなど、緊急時に
備え体制を整えている。

〇

日常の防犯・防災管理体制は適切か

鍵の保管、施錠管理が適切になされ
ているか

鍵はキーボックスにまとめており、
キーボックスの鍵は金庫で管理して
いる。使用する際には管理簿にて返
却までを確認し、施錠確認は閉館時
に毎日実施、記録している。

事務所内の所定の場所で適切に管理され
ている。

〇

施
設
管
理

共通

建物
設備
備品

日常・定期点検が計画的に実施さ
れ、点検記録が適切に保管されてい
るか（建物、設備、備品）

計画的に実施され、記録は保管して
いる。

計画的に実施され、記録も適切に保管され
ている。

〇

業務の再委託は手順に沿って適切に
行われているか（建物、設備）

行っている。 適切に行われている。 〇

修理・更新が必要な場合は原因を含
めて速やかに報告しているか（建物、
設備、備品）

速やかに報告・連絡・相談を行ってい
る。

速やかに報告されている。 〇

修繕等を適切におこなっているか（建
物、設備、備品）

適切に行っている。 適切に行われている。 〇



【標準様式１-２】

　評価基準　（きちんと履行している＝○、もう少し努力が必要＝△、履行されていない＝×）

３　指定管理者総合所見　（サービスの提供に関して工夫・改善した点、運営上の今後の課題等）

４　施設所管課総合所見　（施設運営の総合的な評価）

５　財務状況に関する施設所管課所見

施
設
管
理

共通

建物
設備
備品

省エネルギーの取組みは適切に実
施されているか（建物、設備）

空調、照明のこまめなオン・オフに組
織として取組んでいる。また、設備は
適宜、省エネ機器に更新している。

エコオフィス推進プランに基づき、利用者
の体調管理に留意しながら、過度な負担の
かからない範囲で省エネに取り組んでい
る。

〇

設備管理
機器の取扱説明書等は整備・保管さ
れているか

保管している。 整備・保管されている。 〇

備品管理

機器の取扱説明書等は整備・保管さ
れているか

保管している。 整備・保管されている。 〇

備品台帳に基づき適切に整理整頓さ
れているか

適切に管理している。 適切に整理整頓されている。 〇

清　掃

日常及び定期清掃が適切に実施さ
れ、施設、設備、備品は清潔に保た
れているか

清掃は業者委託し、日常、定期とも適
切に実施している。また、新型コロナ
対策で定時消毒もしており、より清潔
に保っている。

適切に実施され、清潔に保たれている。 〇

洗面所等の消耗品は常に補充されて
いるか

　公認会計士による審査の結果、財務状況は良好との結果であった。そのため、財務面からは当該施設の管理運営を適正に代行できる状況にある
と判断する。

施設周辺の美観は維持されているか

毎朝、当番制で周囲の清掃・草取りを
実施している。夜間にごみを捨てられ
ることが日常的にあり、対応に苦慮し
ている。

業者等による清掃や日頃からの職員による
清掃を実施し、美観の維持に努めている。

〇

・利用者支援に関しては、コロナ禍で活動の制限を余儀なくされる中でも、授産業者への営業を積極的に行い作業活動を確保したり、室内で出来
る余暇を取り入れる等の工夫をし、質の確保に努めている。
・昨年度報告した高齢化はより一層の課題となっており、活動内容の見直し、増加する要介助者への対応、食事形態への配慮、生活介護事業所へ
の移行、高齢系サービスの併用・移行、家庭への支援、生活の場の調整等、多岐にわたっている。計画相談などの関係機関と連携し、タイムリーな
対応を心掛けてはいるが、社会資源の不足や家族の準備不足により、具体化が難しいことも少なくない。福作で「働くこと」を中心に長く活動しなが
らも、就労継続支援がニーズではなくなりつつある利用者に、よりきめ細かい個別支援を行うためには、生活介護事業との多機能化による緩やかな
サービス移行が必須ではないかと考えている。また、生活面での支援を具体化するためには、グループホームの新設も急務であると考えている。

【利用者サービスについて】
・組織の課題を抽出し、縦割りとなっていた施設の情報共有の方法を改善するなど、職員間で協力しながら利用者サービスの向上に向けて取り組
んでいる。
・利用者の重度化・高齢化に対する支援については、引き続き積極的に取り組んでいただきたい。
【近隣との関係について】
・近隣中学校の特別支援学級からの講師依頼に職員を派遣するなど、地域貢献に努めた。
【施設管理について】
・施設は呑川に面した位置にあり、公園も隣接する環境にある。職員による毎朝の清掃活動により美観を維持しており、他施設と比べ清掃範囲も広
い中、常に清潔な環境づくりを目指している。夜間にゴミを捨てられる問題については、入口に注意事項の貼り紙を掲示し、環境を維持するよう取り
組んでいる。
・新型コロナウイルス感染症について、適切な対策を講じている。

常に補充している。 常に補充されている。 〇

ごみの分別等、リサイクルの取組みは
適切に実施されているか

適切に実施している。 適切に実施されている。 〇



【標準様式４】

１　施設概要

２　東京都福祉サービス第三者評価結果に対する施設所管課所見

３　財務状況に関する施設所管課所見

４　労働環境に関する施設所管課所見

施 設 名 大田区立大田生活実習所

大田区指定管理者モニタリング結果（第三者評価実施年度）

評価対象年度 令和２年度

第三者評価実施月 令和３年３月

所 在 地 東京都大田区萩中2-10-11

指定管理者

名　 称 社会福祉法人　睦月会

代表者 理事長　綿　祐二

住　 所 東京都国立市泉3-30-5

　社会保険労務士による書類及び施設訪問による審査の結果、労働条件、書類等の管理の状況については良好であるとの結果で
あった。今後も適正な労働環境を確保することで、施設サービスの維持・向上に努められたい。
（調査項目：労働基準法（25項目）、労働安全衛生法（12項目）、社会保険・労働保険（8項目）、労務管理（10項目）　全55項目）

指定期間 平成31年4月1日　～　令和6年3月31日

施設の設置目的
【生活介護】
生活活動や作業活動を通じて日々の生活の充実、社会的自立を支援するため。

施設の沿革

昭和55年3月都から移管
平成21年4月指定管理者制度の導入に伴い、大田区より指定を受ける。
平成26年4月指定更新
平成31年4月指定更新

担当部課
（問合せ先）

障害福祉課　障害者支援担当（施設）

電話　03（5744）1639　　FAX　03（5744）1592

　東京都福祉サービス第三者評価によれば、開設以来地域と良好な関係を築き運営を進めている点、職員の働き方改革や交代での
休暇取得、リーダー層に気軽に相談できる体制など、働きやすい職場環境を整備している点、新型コロナウイルス感染症の影響で外
出が出来ない状況下でも事業所内で楽しめるようアイデアを出し、テーマを設けた給食提供を行うなど工夫している点について、良好
との結果を得ている。区としても適正な運営が行われていると判断する。
　一方で、職員育成計画の作成にあたって職員ひとりひとりの希望などを取り入れ、職員と共通認識を図りながら作成していくことが望
まれる点、利用者に合わせた支援マニュアルの整備が期待される点、災害時の事業継続計画について、職員への周知徹底の必要が
ある点について改善が必要との結果であった。区としても、対応状況について随時確認を行い、必要に応じて適宜助言等を行ってい
く。

　公認会計士による審査の結果、財務状況は良好との結果であった。そのため、財務面からは当該施設の管理運営を適正に代行でき
る状況にあると判断する。



  【標準様式４】

１　施設概要

２　東京都福祉サービス第三者評価結果に対する施設所管課所見

３　財務状況に関する施設所管課所見

施 設 名 大田区立はぎなか園

大田区指定管理者モニタリング結果（第三者評価実施年度）

評価対象年度 令和２年度

第三者評価実施月 令和３年３月

施設の設置目的

【生活介護】
生活活動や作業活動を通じて日々の生活の充実、社会的自立を支援するため。
【就労継続支援Ｂ型】
知的障がいのある方に働く場を提供し、生産活動や生活訓練を通して、社会的な知識や能力の向上を図るため。

施設の沿革
平成19年4月開設・指定管理制度者制度の導入に伴い、大田区より指定を受ける。
平成24年4月より指定更新
平成29年4月より指定更新

所 在 地 東京都大田区萩中2-12-23

指定管理者

名　称　社会福祉法人　知恵の光会

代表者　理事長　小谷　知男

住　所　神奈川県横須賀市公郷町3-69-1

指定期間 平成29年4月1日　～　令和4年3月31日

担当部課
（問合せ先）

障害福祉課　障害者支援担当（施設）

電話　03（5744）1639　　FAX　03（5744）1592

　東京都福祉サービス第三者評価によれば、就労継続支援B型と生活介護の多機能型事業所の特性を活かし、利用者に対して柔軟
なサービスを提供している点、特定相談支援やグループホームなどの各事業と連携し利用者のニーズに合った多様なサービスが提供
できる点、理学療法訓練と理学療法運動プログラムを実施し、楽しみながら健康な身体づくりを継続できるよう支援している点で、良好
との結果を得ている。区としても適正な運営が行われていると判断する。
　一方で、令和元年度に作成したキャリアアップ制度を十分に活かすために、各職員の育成についてどのように取り組んでいくかを具
体的に定めていくことが期待される点、個別支援計画の目標を確認しながら日々の支援が行えるよう記録の書式等に工夫が期待され
る点、支援の標準的な方法や手順を明確にして、現場で活用できるよう業務マニュアルを見直すことについて改善が必要との結果で
あった。区としても、対応状況について随時確認を行い、必要に応じて適宜助言等を行っていく。

　公認会計士による審査の結果、財務状況は良好との結果であった。そのため、財務面からは当該施設の管理運営を適正に代行でき
る状況にあると判断する。


